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総務文教委員会会議録 

 

１．開催年月日 

   平成２６年 ４月１１日   開会 ９時５８分  閉会 １１時５０分 

 

２．開催場所 

   委員会室 

 

３．出席委員名 

   西 田 久 志   大 鳴 二 郎   西 村 慎次郎   三 宅 文 雄 

   藤 原 浩 司   宮 地 俊 則   森 下 金 三 

 

４．欠席委員名 

   な  し 

 

５．その他の会議出席者 

  （１）副議長     上 野 安 是 

  （２）事務局職員 

    事 務 局 長  三 宅 道 雄   事務局次長  岡 田 光 雄    

    主     任  藤 井 隆 史     

 

６．傍聴者 

  （１）議 員  三 輪 順 治 

  （２）一 般  ０名 

  （３）報 道  ０名 

 

７．発言の概要 

委員長（西田久志君）  皆さんおはようございます。 

 ただいまから総務文教委員会を開会いたします。 

 

〈議長あいさつ〉 

 

〈所管事務調査事項について〉 



- 2 - 

 

委員長（西田久志君）  先般の委員会におきまして、各委員から所管事務調査事項を提案

していただくことに決定し、その結果、事前にお知らせしておりますとおり８件の提案があ

りました。本日は、各提案者から説明をしていただきまして、所管事務調査事項の決定に向

けて協議をしていきたいと考えております。 

 それでは、提案書の番号順に、提案者から提案１件につきまして３分から５分を目安にい

たしまして説明をお願いいたします。その後、各委員からの質疑を受けます。 

 それでは、お手元の資料の順番に説明をしていただきたいと思います。 

委員（西村慎次郎君）  まず、１ページ目の所管事務調査の提案をさせていただきます。 

 調査事項としては、小・中学校を取り巻く環境のあるべき姿についてを調査事項としてお

ります。 

 目的のところへ、上に背景、それから目的ということで、まず下のほうの目的ですけど

も、あと背景言いますけども、目的としては、子供たちの健全育成ということで、学力の向

上ですとか生活の改善ということと、あと教職員の方々の負荷軽減ということで、子供たち

や保護者の方々と向き合う時間をふやすということを目的に、小・中学校を取り巻く環境の

あるべき姿を整理して、執行部へ提言してはどうかということです。 

 現状を背景のところに書いてますけど、現状、井原市内には１３小学校、あと５つの中学

校があるということで、芳井町とか美星町においては、以前はもう少し小学校については１

校ではなかったんだけども、統合によって１校になってきていると。旧井原市内というとこ

ろを見てみると、長い間、ずっと今の１１校のままという現状かなというふうに思っており

ます。ただ、少子化の影響ということで、複式学級になっている学校も出てきているし、複

式学級になっていない学校でも、１学年１クラスという学校、学年というのは多く存在して

いるということで、子供たちの一つの楽しみであるクラスがえというのは経験ないままとい

うことで小学校を卒業しているというのが現状かなというふうに思っています。 

 それが、どれぐらい悪い影響を及ぼしているかというのは、これから調査をしてみないと

わかりませんが、いい面と悪い面という両方が考えられると思っていますけども、いじめ、

不登校とかの現象も、複数クラスができることで改善される可能性もあるんじゃないかなと

いうふうに思っております。 

 中学校においては、生徒数が減少して、部活動の種類が減ってきているという現状と、あ

わせて１つの部活において、運動部においては人数が多く必要な部というのは、人数不足で

廃部という方向へ行っている部活もあるなという現状があります。あと、教職員において

も、クラスの減少によって、１つの学校に常勤している教員というのも減ってきているとい

うところで、ただ行事等は昔と変わらない、もしくはふえているという状況の中で、１人の
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教職員に係る負担もかなり増加しているんじゃないかなというふうに現状を、私のほうは思

っております。 

 調査の方法としては、まずはこれも私が知ってる限りの範囲で背景に書いてますけども、

現状というのをまず調べる必要があるんじゃないかなということで、執行部からの学校の基

礎数字というのはいただきたいなというふうに思っています。実態として、教職員が今の状

況をどう思われてるのかとか、児童・生徒がどう思っているのか、保護者がどう思っている

のか、市民がどう思っているかということも、アンケートをつくってそういう皆さんの意見

を収集してはどうかなというふうに思っております。 

 調査期間は１年間ということで、執行部へ質疑事項ということで、具体的な策は私書いて

ませんけども、一つの方法は合併というのも、１つあるべき姿としては考えなくちゃいけな

い一つの策だと思ってるんで、今まで合併を経験している学校の方々の市民の方々に、合併

前と合併後でどう変わったのかというのもヒアリングしてみてもいいんじゃないかなという

ふうに思ってます。 

 そのほかとしては、井原市の小・中学校を取り巻く現状の環境ということで、児童・生徒

数ですとか、学校別の教職員数ですとか、学校行事どれぐらいあるかとか、学校の規模、教

室がどれぐらいあるとか、中学校においては部活動の種類とか所属部員数がどうであると。

あといじめ、不登校がもしあるようであれば、そういう現状というのも把握した上で、委員

会として今の小・中学校の環境をどう変えていくべきかという提案がまとめられたらなとい

うふうに思ってます。 

委員（藤原浩司君）  なかなかいい考えだと思うんです。子供たちの教育を取り巻く環境

というのは、本当に現状いろいろな中で、いじめの問題もありますけど、家庭での教育とか

学校での教育とかというものも含めた中でアンケートをとられるということもええことだと

思います。 

 １つ、ここで一番重視せにゃいけんこと、部活動というのがあるんですけど、人数が少な

いから部活ができない、それプラスして、その専門分野におられる先生がいないということ

が現状にあると思うんです。専門分野の先生たちがいないということは、保健体育であると

か体育の教諭の先生が、陸上であるとかバスケットであるとか、いろいろテニスとか、いろ

んな問題を、いろいろな教科を受けられる先生が、本当に専門的な先生がいなくなってるん

だなというのは、現状、僕も見てきてわかっております。だから、ここの西村委員の提案、

これは小・中学校を取り巻く環境ですから、小・中学校だけでなく、市立高校もありますか

ら、そういう問題も含めて、幼稚園から小学校、中学校という、井原の教育委員会が携わっ

ている学校問題のことに関しては、年間的に調査していくべきではないかなと。それプラス

して、私の思いは、今、西村さんが言うてんことも、本当にええこと書かれておりますけ



- 4 - 

ど、実際は先ほども言いました専門分野の先生がいないということ、ここらもやっぱり県の

ほうとも、県のお考えもありましょうから、いろいろな中で進めていくべきかなという気持

ちはあります。ただ、本当にデリケートな部分もあって、１年でこれが例えばできるのか

な、どこまでできるか。とりあえず取りかかりでやるのはいいですけど、１年間で多分難し

いと思います。余りにも膨大なものになってきますので、その辺をちょっと懸念するだけ

で、考え的には、それこそ委員長も井原市における小・中高の教育環境についてということ

をご提案されとんですけど、これもあわせて、同じような問題ではないかなと思うんで、取

り上げるべきではないかと思いますけど、皆さん、ほかの委員の皆さんのご感想も聞いてみ

たいなと思います。 

委員（森下金三君）  これ出された背景ということの中に書かれとるんですが、１学年１

クラスの学級、学年が多く存在し、クラスがえの経験のないまま小学校を卒業していると。

このような環境はよい面と悪い面の両方が考えられるが、いじめ、不登校の減少のために

は、１学年複数クラスの学校をふやすことは一つの策と考えられるということをおっしゃっ

とられるんですが、現状は、２クラスにしようと思っても人数が少ない。生徒数が少ない。

ということは、複数のクラスをふやすということを考えられるということは、将来的には、

今の現状でいけば、井原の学校を統合していこうというふうな考えの前提に立って、この問

題を言われとるのか。今の現状では、ふやそうといっても子供自体が少ない。例えば、芳井

なんかでも、ことし入学した子やなんかでも２７人です。そういう人数でふえる要素が少な

いわけです。そういった意味では、これからはそういう統合ということを視野に入れての一

つの策というふうに考えればいいんですか。その辺はどうでしょうか。 

委員（西村慎次郎君）  ここらあたりも非常に市民の皆さんにとっても痛みを伴う判断に

はなろうかと思うんですけど、あるべき姿としては、そういうことも一つの策として提言す

べきかなというふうに、私は思ってるんで、統合も考えながら、子供たちの学校環境という

のはこうあるべきじゃないかなというのを取りまとめてみてはどうかなと。そのためにも、

市民アンケートというのをとって、それに対しての意見は収集した上で、市民はやっぱり学

区には１校欲しいよという意見も出るかと思うんですけども、一つのこちらからの提言とし

てはありだと思っております。 

委員（森下金三君）  わかりました。 

 それともう一点、話がぱっと飛んでくるんですけどが、その他の項目で、芳井町、美星

町、学校が今１つですね。そういった意味で、例えば芳井なんかでも統合して１つになっ

た。その後、廃校、今、休校ですけどが、そうした地域が学校がなくなると、非常にコミュ

ニティーができにくくなっとるというような状況もあるというような意味では、そういった

地元の意見を聞いて反映していくということが、ここが非常に大切じゃなと思うし、そうい
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う意味では、方法、アンケートをとる方法、いろんな意見を出向いていって聞くとかという

方法というものは、これは前向きでええんじゃねえかなというふうには考えます。今すぐ

に、結論、これするかせんかというのは、トータルの後、結論出すわけでしょう。だから、

そういう意味では、今おっしゃられた、話が前後するんですけどが、統合、将来的にはそう

いう地域の考え方を聞きながら進めていくのも一つの方法ではないかというようなことを、

それはいろんな意味ではいろいろ考えていくということも必要だろうというふうには思いま

す。結論は後にします。 

委員（藤原浩司君）  今さっき、あえて統合のことは僕触れなかったんですけど、やはり

デリケートな部分が生じますんで、わざに触れんかったんですけど、統合するんであれば、

この中の西村さんの考えの中で、統合することによってどういう利点があるんですよという

ことも含めて考えていけば、皆さんも納得すべきとこがあるんかということで、つけ加え

で、そういうアイデアもあるんかなということで、私は賛成をしとりますんで。 

 

            〈なし〉 

 

委員（西村慎次郎君）  それでは、２ページ目です。 

 調査事項としては、データ放送の仕組みについてということにしております。 

 目的ということで、我々の議会というのは、開かれた議会ですとかわかりやすい議会、議

会の見える化とか、市民参加型の議会というのを１つは目指しているというふうに思ってま

す。それを構築していく手段の一つとして、このたび４月から開始される井原放送であるデ

ータ放送の活用というのが１つ考えられるんじゃないかなというふうに思ってます。 

 ４月から始まるデータ放送のサービスの仕組みというのを、我々も理解していろんな提言

ができたらなというところで、まずは井原放送の仕組み、ただもう一方で、民放、ＮＨＫも

含めてですけども、データ放送を既にやられてるんで、それの違いもあるかもしれませんの

で、そういった今先行してやられてる民放等の仕組みも理解をして、本市の議会とか市政に

うまく活用できたらなというふうに思っています。 

 調査の方法としては、井原放送へのヒアリングですとか、民放等への視察ですとか、あと

最終的な提言ができる内容としては、ほいじゃあデータ放送をどう使っていくのということ

になってくるんで、じゃあ市民としてどういう情報がデータ放送で知りたいのということも

調べる必要があるんで、市民へのアンケートというのもあるかなというふうに思っていま

す。 

 調査期間１年間で、執行部への質疑事項ということで、データ放送のコンテンツとして提

供できる種類ということで、市として提供できるような情報は何かというのは、執行部へ質
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問できるかなというふうに思ってます。 

委員（藤原浩司君）  データ放送の仕組みというのも、我々も完璧にわかってるわけでは

ないから勉強はすればいいと思うんですけど、とりあえずこのデータ放送の仕組みというも

のが、市民に対して直接かかわりがあるようなもんじゃないと思うんです。いいとか悪いと

かじゃなしに、考え方ですから、本当にいい考え方出されとるとは思うんですけど、年次で

やっていく所管事務調査事項にはちょっとまだ、市民に対しての一番身近なもんでないです

から、ちょっとまだ早いんかなというような気はせんではないですが。私の意見ですけど。 

 

            〈なし〉 

 

委員（西村慎次郎君）  調査事項ですけども、井原市の情報システムを取り巻く環境の信

頼性、安全性の調査ということにしています。 

 先日の勉強会のときに、ある議員さんが、井原市の情報システムは信頼性、安全性に欠け

てるような話が出たと思うんですけども、個人的にはそうは思ってなくて、ちゃんと信頼性

とかセキュリティー面は考慮された仕組みをつくられて運用されてるというふうに思ってる

んで、そういう意見を持たれてる市民の方が、議員の方は１人いらっしゃいましたけど、市

民の方もそう思われてる方もいらっしゃる可能性もあるんで、その方に対してちゃんと不安

を取り除いてあげるという意味で、議会として調査してはどうかなということで書かせてい

ただいてます。 

 調査の方法としては、執行部へのヒアリングというのと、ホームページで少し安全性に欠

けるとか個人情報とかが見えてるとこもあるんじゃないかという意見もあったんで、井原市

のホームページの解析というか分析というのをしてはどうかなというふうに思ってます。 

 期間は１年間で、執行部への質疑事項ということで、情報システムの現状というのをヒア

リングするということで、信頼性とか安全性というキーワードで確認するとすると、セキュ

リティー面が主になってくるわけなんですが、多分つくられてる情報セキュリティーポリシ

ーですとか、そのポリシーに基づいて、各情報システムを運用していく上で実施手順、手順

書というのをつくられてると。あと３つ目は、ネットワーク図というのは、外部から攻撃を

受けて個人情報を盗まれてしまうんじゃないかというご意見もあったんで、実際にそれがネ

ットワーク上可能な仕組みになってるのかどうかというのをチェックする上でネットワーク

図ですね。あとは、実際のセキュリティーに関する研修とかも多分職員に対してされてると

思うんで、そういう研修計画とか実施状況というのを確認するための資料とか、あとシステ

ムの業者といろいろ開発したり運用していく上で、システム業者さん、ベンダーさんと契約

されてると思うんですけど、その辺の契約上、そういう個人情報の漏えい、保護に対する契
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約に多分守秘義務とかされてると思うんで、そういう契約関係に不備がないかとかというチ

ェックのための資料。そのほか、執行部のほうで考えられる情報システムの信頼性、安全性

の診断ができるような資料があれば、その辺を提供いただければというふうに思ってます。 

 ただちょっと、我々だけの力でこの辺調査ができるかなという疑問というか、非常に難し

い調査内容になるんで、我々の勉強から最初しないと、なかなか入り込めないかなというふ

うに思ってるんですが、不安をお持ちの方がいらっしゃる以上は、何か何らかの回答ができ

るものはつくり上げ、整理できたらなというふうに思います。 

委員（森下金三君）  以上、今ご説明があったんですが、非常にやられて、いろいろここ

の執行部への質疑事項というていろいろ書かれとるのが、正直なところ言うて、私はこうい

うなネットワークを言われても、全く正直言ってわからんわけ。というか、とにかくこれ

が、必要なことだろうということはわかるわけですけどが、これが例えば、一般市民に、

我々議員というのは、一般市民がどう考えとるかというようなことに対して答えていかにゃ

いけんのんで、一般市民がそれだけ、こういう情報の、井原市の情報システムにどれだけ関

心持っとるかというたら、私は少ないんじゃないかというような問題もあるし、問題は、

今、西村委員もおっしゃったように、議員自身が勉強まずせにゃいけんということだろうと

思うし、これだけのことは、正直なところ出されても、全くわからんし、それが年間通して

これだけのものを勉強するって、正直言うて、実際やられても、私はついていけないわけで

す。それよりも、これはもし、こういう問題は、むしろ総務委員会であったときの、その他

の所管事務で聞くと。それで、そこで聞きながら、１回で済まなかったら次の委員会で聞く

とかというふうなやり方のほうがいいんではないかなというふうに、私自身は考える。年間

通してこれを勉強しても、それが正直言って、拒否反応を先から示しちゃいけんのじゃけ

ど、まずわからんですね。システム情報の業者等の契約に関する標準の契約書とかという

て、そんならそれを知って、我々が、市民がどう感ずるんかということも、市民に対して発

表していくわけですから。ちょっと、それは専門的になり過ぎて、ちょっと年間通してのな

にというのは非常に難しいんじゃねえかなというふうに、僕自身は考える。ただ必要なこと

は、そういう必要じゃろうとは思うんですけどが、そういうことです。まず、わからないと

いうところから始まるけ。それは、ほかの委員さんで、わかって、どんなです。ほかの委員

さんの意見もちょっと聞いてみてえんじゃけどが。 

委員（藤原浩司君）  この情報システムの安全とか信頼性とかということは、たしか、

今、傍聴におられる三輪議員が一般質問でやられたことがあります。そういう中で、執行部

側の回答と三輪議員の質問とがかみ合ってない。そういう中で、互いがやっぱり執行部側も

勉強をもっとせにゃいかんし、議員側も、先ほど言われたように、もっと勉強していかない

かん。そうせんと、ちぐはぐになって、結局回答が求められなかったような状況があったん
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で、今、森下先輩が言われるように、所管事務調査のその他でもいいですし、専門分野にた

けとる、西村さんも物すごいコンピューターのほうはたけとってじゃけ、直接総務のほうと

話をしながら進めていくこともえかろうし、契約のこともしていきゃええんじゃねえかな

と、そういう気はせんでもないです。ただ、本当に、そういうふうにちいと安全性に欠ける

んじゃねえかなという声は僕らも聞きますんで、必要なことなんかなと。ただ、年間通して

の所管事務調査にしていくには、ちょっとレベルが高いんかなというような、僕らの目線じ

ゃなしに、やはり市民目線でやっぱし考えていかにゃいけんことだと思うんで。どういう形

であれ、調査はしていけますから、ええことじゃとは思います。 

委員（大鳴二郎君）  ちょっとこれがまた、個人情報の関係も出てくるんで、森下委員が

言われたように、私もちょっと専門的なことになってくるんで、非常に難しい面が出てくる

んじゃないかなということでありますんで、不安に感じてる方がいらっしゃるということは

あるんでしょうけれども、これを執行部に調査事項としてやるということに関しては、ちょ

っと一呼吸置いてもええんじゃないかなという意見であります。 

 

            〈なし〉 

 

委員（宮地俊則君）  私は、調査事項として、井原放送のデジタル放送を使った情報発信

についてということですが、これ先ほどの西村委員のデータ放送の仕組みについてと内容的

には全く一緒でございまして、これ私のがデジタル放送というのが表現間違いじゃないかな

と、今ちょっと反省しております。これはデータ放送と置きかえないけないのかなと。いず

れにしましても、この４月から新しく始まる井原放送のサービスについて、我々でしっかり

と研究していかなきゃいけないと。その中で、この新しいサービスについては、いろんなま

だまだわからないわけですから、ただいろんな無限の可能性を秘めてるサービスになるんじ

ゃないかなというふうに思います。そうした中で、あえて西村委員との違いを申しますと、

西村委員も、どちらかというと議会としてデータ放送の活用をと、その中には市政にもうま

く活用というふうにも書いておられるんですけども、私は、どちらかというと、市民サービ

スという意味での、こういった有効利用ができるんじゃないか、サービスが提供できるんじ

ゃないかといったところを主眼としておりまして、当然ながら、その中には議会の情報発信

の活用も含めてなんですけども、あえて違いを言いますと、どちらかというと市民サービス

の向上に向けて、この新たな井原放送のサービスを研究して、執行部のほうに提言できるも

のがあれば、していければなというふうに考えております。 

 さっき、藤原委員でしたか、調査期間が私も１年と書いとるんですけども、それは期間が

１年あるんですけども、そんなかからないとは思います。我々が研究して、わかった時点
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で、内容を詳しく吟味できた時点で提言できるものがあれば、皆さんの意見をまとめて提言

させていただければ、いいのではないかと思っています。 

委員（藤原浩司君）  それこそこういう考え方もあります。これから始まっとんじゃし、

情報発信、皆さんにサービスをしていただくためには必要なことなんで、考えていくべきだ

とは思うんですけど、やはりこれもその他の所管事務調査で、そんなに期間がかからないん

であれば、やっていけばいいんかなと。いろいろな形がありますから、所管事務調査で皆さ

んで継続していくような、市民に一番接して、一番市民が困られて、また市民が利用されて

とかというようなところの部分であれば、やはりやっていくべきかなとは思うんですが、こ

れもその他の所管事務調査で、多分やっていけることじゃないかなとは、私は思うんです。

それは私の意見なんですけど。やはり市民に一番直結して、市民が一番何を考えられとっ

て、市民が一番困られとるところということを考えたときに、総務文教の所管事務調査とい

うことを考えれば、おのずと出てくるわけであって、デジタル放送を使って、井原放送を見

られる方の高齢者の方も結構大勢おられるんで、確かに必要なことだとは思います。ですか

ら、年間通じて、書いてあっても、短く済む問題ですから、その他の所管事務調査でいいん

かなというふうに、私は思うんですが。 

委員（宮地俊則君）  ちょっと私自身、委員会の運営についてなんですけども、先ほど来

より、その他の所管事務調査という表現が、再三再四出てきておるんですが、委員会の流れ

として、この所管事務調査はきちんとこういう形で出してやっていきましょうということ

に、たしか決まったんではないかなと。その他所管に関することについてといったら、緊急

性のあるものにというふうに、いつでしたか、全協等で皆さんで申し合わせたような記憶が

あるんですが、そこらあたりちょっと確認をしていただきたいと思いますが。 

委員（森下金三君）  所管事務調査というのは、委員会に与えられた権限であって、委員

会を通じてやっていくということで、新たに始まったわけで、その他の所管事務、文言はど

うか定かでないんですが、その他所管に関する事項というて、それをなくすると、ほかの委

員からの意見も吸収することができないということで、所管事務調査は所管事務調査として

取り上げて、その他の委員会に関する事項とかというような文言はちょっと覚えてないんで

すけど、そういう形で今後はやっていくというふうになっとる。それで、緊急の場合は、そ

の他緊急というのは、また委員会に諮って、緊急を要するものはやっていくというふうな状

況になっとるというふうに思います。だから、所管事務調査でも、今までの所管事務調査と

いうのとまたこの４月からは変わってきとるわけですから、そういう意味では、所管に関す

る事項で質問ができるというふうなことも取り上げてなるようになっとるような方向です。 

委員長（西田久志君）  この所管事務調査とはということで、ちょっと説明をさせていた

だければと思うんですが、各委員の合議によって委員会が自主的に所管事項の課題を所管事
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務に取り上げ、積極的に調査を行うものであり、所管事務に対する委員の認識理解を深める

とともに、専門的審査を高めていき、執行部への提案等により政策実現を目指すものであ

る。なお、この権限は委員会に与えられた権限であり、議員個人が調査するものではありま

せん。となっております。 

委員（森下金三君）  それはそのとおりで、何ら問題はない。そのとおり。じゃけ、言よ

るのは、ええですか。それじゃなしに、その他の委員会に関する事項と、質問事項という

か、どういう文言になっとるかわからんけどが、そういうことの項目を入れてやるというふ

うになっとるはずです。じゃけ、そういうことで、ほかの委員からも取り上げられるよう

な、できるだけ委員が、総務なら総務に関する委員はこれだけのことで、ほかの委員から

は、こういう質問をしてくれとかというようなんも受けてやっていくというような方向に変

えていこうというふうになっとるはずです。じゃから、できんことはないよ。 

委員（宮地俊則君）  今、おっしゃっとられるあれなんですけど、いわゆるそういうもの

をあらかじめ提出してということでたしかなったと。そうしますと、今の、決して今の私が

出してる井原放送の４月からのデータ放送を取り上げてくださいという意味で言っとるわけ

じゃ決してないわけなんですけども、途中で、そういうものを、じゃあついでにここでちょ

っと聞くからという形で、先ほどの情報システムの安全性ですか、西村委員の、そういった

のも含めて、その他の事項では緊急性のあるものに限るという申し合わせをしたと私は記憶

しとるんですが、そこら辺。その他の事項で、言葉が悪い、言い方はちょっと適切でないか

もしれませんけども、何でもいいですから、ありましたらどうぞというものでは、私はない

というふうに認識しとるんですが。そこらあたりの確認をしていただきたいと思います。 

委員（森下金三君）  それも、その他の所管された事項も、様式というか、今までの様式

のような形で出して、それで取り上げるかということを協議もするわけです。緊急を要する

のは、また緊急のときでまた別の問題として考えにゃいけんの。ちょっと確認を、今ここで

確認するかどうかわからんけどが、今確認するんじゃったら、委員長、次長でも、局長はか

わったばあなんじゃけどが。項目があるはずです。ちょっと確認をするなら、ちょっと。休

憩とってでもええけ、してもろてください。 

 

            〈なし〉 

 

委員（大鳴二郎君）  調査事項は、ここへ書いとるように、公共施設の現状と今後のあり

方で、要するに、公共施設が割合たくさんあると思うんですけれども、その中で、どう今後

取り扱っていくかというのが問題であるということで、そこへポツしとるように、その中に

は、各施設がたくさんある中で、文化、市民という施設がある。また、社会教育関係も多分



- 11 - 

あるはず。また、スポーツ、レクリエーションに管轄しとる、産業振興なんかもあるとい

う、そういう中で、調べる、これは大丈夫か、これはもう耐用年数が来とるからちょっとだ

めじゃないかなということなどを調べる。それから次に、３番目のポツで、人口がだんだん

だんだん、今さっきも話が出よりましたけれども、少なくなってるということに伴うて、例

えば今さっき出た学校の統合問題もあるし、そういうことも考えていかなければ、施設ばっ

かりあったやつを、維持費ばっかりたくさんたくさん要るということも問題だろうというこ

とで、その下の保有資産の状況となっとる、財政、この管理費また維持費、たくさんたくさ

ん要れば、財政を圧迫するということもあるので、そのあたりも勉強、研究してもいいんじ

ゃないかなということ。また、そういう公共の施設をどういうふうにいかにうまく利用しと

るかということなども、多分、先進市もそういうことで取り組んどるとこも多分あると思う

んですけれども、そういうところを、先進地をちょっと勉強しに行ってもいいんじゃないか

なということで、これを取り上げたわけでありますけれども、大変これも井原市も多くの施

設があると思うんですけれども、そのあたりを一つ一つ研究していってもいいんじゃないか

なということであります。 

 以上でほかの調査の方法、期間も書いとらんですけど、皆さんがどう思われるかというこ

と、ご意見を聞きながら、やってもいいんじゃないかなと思っとるところであります。 

委員（三宅文雄君）  この公共施設というのは、建物についてでしょうか。それとも、施

設全般についてという意味でしょうか。 

委員（大鳴二郎君）  今さっき言うたように、市民、文化施設なんかじゃったら、市民会

館とか集会の施設、公営住宅、それから社会教育に関しては、今度は図書館、博物館、資料

館、そういうとこがありますわな。だから、レクリエーションになれば、プールとか、体育

館とかという、ああいうところになるんで、主に言えば建物が多ゆうなりますわね。 

 農産物になれば、販売所も入りますね。そういうことであります。 

委員（三宅文雄君）  わかりました。 

委員（森下金三君）  調査期間とかは別として、公共施設、例えばこれから芳井の小学校

なんかは、起債がだんだん終わってきて、あきがなるわけです。それは行政財産じゃけど、

普通財産に落として、処分するかどうかというようなことも今後の課題だろうと思うし、地

元との協議も必要だろうし、いろんな形で、そういう施設があることは事実です。そういっ

た意味で、今後の、それを含めて、どういうふうなあり方かというのを研究し、調査してい

くということについては必要ではないかなというふうには考えます。言うたように、調査期

間は別として。 

 

            〈なし〉 
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委員（大鳴二郎君）  続いて、朝御飯運動の啓発ですけれども、この件は、一般質問でち

ょろっと言うたんじゃけど、子供たちのメタボのことでありますけれども、ここに書いてあ

るように、ポツのしょっぱな、食生活状況を調査する、肥満児への対応、これがメタボの関

係でありますけれども、それから朝御飯を食べない子が何割ぐらいおるかということも、こ

れなんかも調べてもいいんじゃないかなということで、これと、早寝早起き運動をすれば、

ええ運動になるし、御飯を早く食べれば、運動神経がよくなるとかという、そういうことも

何ぼかあるんじゃないかなというて、またこれは、安心・安全農産物というのは給食のほう

になりますけれども、給食なんかで、そういう地元のものをどんどんどんどん使うと言うて

もらえれば、非常に地元の農業の方々もくつろぐんじゃないかなということと、次の最後の

ポツ問題は、米がだんだん食べるのが少なくなっとるということで、米文化を継承したいと

いうこと。この間からテレビでもちょこちょこやっておりますけれども、和食の重要性を、

これも問題になってきとんじゃないかな。肉食ばっかりじゃなしに、和のほうも食べて、栄

養のバランスということも考えても、子供たちもそのあたりをすれば、肥満も少なくなる、

体もよくなると。大人もそうでありますけれども、そのあたりを勉強していきたいと。これ

も調査方法などは書いておりません。早く済めば早く済んだでよろしいし、そのあたりでよ

ろしくお願い、検討したいと思います。 

委員（西村慎次郎君）  朝御飯とか食生活というのは大変重要だというのは、多分皆さん

も共通認識かなというふうには思うんですけど、調査をしていって、最終的にゴールという

んですか、どういう形を、調査結果を執行部へどういう形で出せれるかなというところが、

ちょっとイメージが湧かないんですが。何かそういう調査して、最終的なゴールに向けての

どういうプロセスを踏んでいくかとか、何か思いがあればお聞かせいただきたいと思いま

す。 

委員（大鳴二郎君）  井原市は、健康寿命日本一を目指すということでやっておりますけ

れども、そういう意味でも、やっぱり御飯を食べれば長生きできるんじゃないか、健康がよ

うなるということで、そういう意味でも、井原市を売るという意味でも、食文化を正しくや

り直すということでも、僕はいいんじゃないかなと。井原市の健康寿命日本一も、これにあ

る程度含むということもあります。 

 

            〈なし〉 

 

委員長（西田久志君）  調査事項として、井原市における小・中高の教育環境についてで

ございます。これも幼があるのがいいのかとは思うんですけど、たちまち小・中、市立高校
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の教育環境でございます。市立も井原市のですが。 

 ５つの項目を考えております。 

 １番目に、小・中高生徒の学習環境を整備するため。近年、岡山県の学力が低下している

ということで、多少でも学力を上げるために、いかに学習環境ということで大きな問題では

ございますが、それを整備することによって、それで学力の低下を阻止できるんではないか

なというふうに考えております。 

 また、２番目は、教職員の環境を把握し、よりよい指導体制を構築するため。大変他の議

員さんも質問で言われてたことがあると思うんですけど、大変夜遅くまでしてるとか、いろ

いろ自宅までパソコンなんか持って帰れないということもありまして、夜遅くまでされてい

るということもあるわけでございまして、大変仕事が多いということでございます。それ

を、環境的な面で把握しまして、指導しやすいようにどうしたらいいのかということを構築

するためでございます。 

 また、保護者の立場として、学校に安心して任せられる環境を整備するということでござ

います。 

 また、４番目として、行政と学校現場の意思疎通が的確にできるような体制を構築する。 

 また、５番目として、市内の小・中、市立高校の、井原市です。高校のいじめ、不登校の

実態を把握し、その対策を検討して、いじめ、不登校のない環境をつくるためでございます

が、これは大変デリケートな部分でございまして、そのことによりましてという面もありま

すが、これは環境をつくるためということでございまして、これをすることによって、いじ

め、不登校が少しでもなくなっていくんではないかなということでございます。 

 調査の方法については、他市の視察、他市で先進的なところへ視察する。それから、市内

の現場での視察。それで、委員会で検討して、結果というものが出るか、それを提言すると

いう形をとっていきたいと思います。 

 調査期間としまして、年間を通じてとなってますけど、この４月から、採用されれば、来

年の２月までを考えております。 

委員（藤原浩司君）  西村委員が最初に冒頭で説明されたと同じことであると思います。

これは本当にやっていかにゃいけんのんではないかなという気持ちがしております。この中

で１つ、つけ加えなんですけど、保護者が安心して学校に任せられる環境を整備する。要は

行政として、教育委員会として整備をしていくのは当たり前のことなんですけど、やはりご

家庭の中も、保護者は保護者の共通認識として、やはりいじめがええか悪いかということ

は、ご家庭の中でもきちっと共通認識の中で教育していっていただくと。要は、そこがお互

いの協働のまちづくりに市長がいつも掲げられる協働ということになってくると思います。

官民一体となって、官は官の役割、民は民の役割を、コミュニケーションをとりながら図っ
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ていくための施策というものを一緒に考えていけば、またさらにいいのではないかなという

ような考えがあります。ですから、ぜひともこれはやっていくべきかなと、私の中では思っ

ております。 

委員（三宅文雄君）  ２番目の教職員の環境を把握し、よりよい指導体制を構築するため

というふうなことで書かれとるんですけども、もう少し具体的にどういうようなことを言わ

れとるのか説明していただけますか。 

委員長（西田久志君）  まず、それを調べるということから始まっていくと思うんです。

どういう環境に置かれてるか、僕らまだよくわからないんで、それを調べて、それからのこ

とでございまして、まだそこまでどうというのはないです。 

委員（三宅文雄君）  もう少し大ざっぱみたいな感じがして、どういうところを教職員の

方々の置かれとる環境を把握をしたいといって、それを今度は教育に、指導体制ということ

は教育に生かしたいという意味のことでしょうか。 

委員長（西田久志君）  要するに、先ほども言いましたけれど、仕事量が多いんではない

かというふうにも考えとるわけでございます。アンケート、いつでしたか。これ説明があっ

たような気がしたんですけど、一般質問だったかどうかわからんですけど。 

委員（宮地俊則君）  前回の委員会。 

委員長（西田久志君）  前回の委員会で。そのときにあって、やはり忙しいんではないか

ということを把握して、その忙しさゆえに、指導がちょっとできてないということはないん

ですけど、目が行き届いてないんじゃないかという懸念があると考えておりますので、そこ

を調査していきたいということでございます。 

委員（森下金三君）  ここに５番目に書いてありますいじめ、不登校というのは、特にい

じめということで、●●●●●において、皆さんご存じのように、暴力事件が起きて、暴行

したと。それで、けがもしてやっとると。その起きた事実をきちっと把握をし、そして委員

会としてもどういう状況かと。学校の対応がどうであったか。そしてまた、初期の対応が本

当にこれでよかったのかどうかというようなものを検証して、外部からでも検証していかん

と、例えば起きて、そんなん暴行事件だから、基本的にどうしとったかというようなこと

も、へえで教育委員会への報告、それとまた県への報告とかというようなもんも、後手後手

になっとったわけで、初めてそういうことが起きたんかどうかというのはわからんにしろ、

きちっとした対応をしていかんと、学校へ子供を安心して親が預けていかれないというよう

な状況。もちろん、学校の先生の責任にするということじゃない、基本的には暴行する親の

しつけが悪いわけじゃけど、そういった意味で、委員会としてもきちっとそういうものを調

査して、助言できることは助言していくというふうにしていかんといけんと。 

 それと、教職員の教育環境ですか、これは把握するなら把握しても、これ非常に我々がど
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こまで立ち入ってできるか。行政に我々が言って、教育委員会へ言って、教育委員会がどこ

まで言っていくかということはわからんのですけどが、把握して、我々のことでできること

があれば、そういう形を、環境づくりをしていくということが必要じゃろうと思うんで、ぜ

ひ取り上げて、これは所管事務で取り上げるかなんか別として、取り上げて、いじめ、特

に、最近起きたことについては、きちっと学校も再発防止のために取り組んでもらわないけ

んので、そういう意味では、委員会としても実態を聞いていくということは必要だろうと思

うんで、所管事務調査として取り上げていくということについては、後から結論言うんです

けどが、やっていく必要があるんではないかなというふうには考えます。 

 

            〈なし〉 

 

委員（藤原浩司君）  私の提案でございますが、井原市公共交通のあり方についてという

ことで、調査目的ですけど、現状、今、井原バスセンターも当局が買って、新しく整備され

ていきます。それから、井原線、それから井笠バスのほうの運行も、それからまたあいあい

バスの運行も井原独自にやっておられること、これを含めた中で、市民ニーズに対応したサ

ービス運行が本当になされているのかと。そういうことを把握して、市民に対して安心・安

全で皆さんに愛していただける公共交通網を構築していきたいなというような思いがありま

して、提案させていただきました。 

 これは、年間通じてということでございますが、現状のデマンドタクシー、門田なり高屋

ですか、高屋奥のデマンドタクシーの実績等々も踏まえた中で、各デマンドタクシー、井笠

バス、あいあいバス、井笠鉄道、それから福祉タクシー等々も含めた中で、一つ一つがどの

ような役割を持って、どのように協力していくべきかというために、これの分析ですね。質

疑をさせていただきたいと。 

 今後の計画をどういうふうに考えておられるのかと。今後に取り組んでいくべきの課題は

何であろうかと。最新の市民のアンケートの声の把握をされとるかどうかと。また、その把

握が先ほど冒頭に言いましたように、ちゃんと市民に対応しているかということ。井原市の

それぞれの公共交通のあり方をどう思ってるのか、また連携をどう考えているのかというこ

とは、このデマンド、井笠、あいあいバス等々含めた中で、大変難しい問題ではあると思い

ますが、本当に買い物弱者をなくすために、南北の公共交通網等々も考えていく中、東西は

井笠鉄道、それから井笠バスと井原鉄道ということがありますので、そういうことも含めた

中で考えていくべきではないかと。資料請求に対しては、実施状況に関する資料というの

は、実施というのは、今まで取り組んできた実施に対してのアンケート結果はどうであった

か。審議会での改善点の状況に関する資料、これはネットでも見れますけど、最新の資料を
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いただきたいなと。利用者アンケートの結果に関する資料というのは、どういうところが利

点があり、どういうとこにふぐあいがあるかということを、きちっと把握された中でやって

いくのか。それに対しては、規模が大きいところを縮小する。縮小した補いはどうしていく

かということの考えを、皆さんで共通認識のもと、年間通じてやっていきたいなと。多分こ

れ結果がなかなか出んとは思うんですけど、皆さんの意見をお聞きしながら、精査していた

だければなと思います。 

委員長（西田久志君）  今、ちょっと訂正もありましたが、「井笠鉄道」は「井原鉄道」

ですね。 

委員（藤原浩司君）  井原鉄道です。ごめんなさい。 

委員長（西田久志君）  それから、僕も今、ちょっと局長に聞いたんですが、「井笠バス

カンパニー」ということで、皆さん、よろしくお願いします。 

委員（森下金三君）  公共交通というのは非常に大切なことであり、特に買い物弱者と言

われる人がだんだんふえてくる。我々もその年代に今後なっていくから、そういった意味で

は、交通網をきちっとやってもらうということは必要だろうと思うので、これは市民の皆様

に関することであるので、いろんなことで調査研究して取り組んで、この委員会からいろん

なことを提案をできるようにやっていくだけの能力をつけて、提案をしていけばというふう

に思います。 

 まずは、実態調査、そういうもんもしていかんと、ただああしたらこうしたらええという

のは、夢は言うことはできるんですが、現実に即した調査をしてやっていくということが必

要だろうと思います。 

 これを調査期間は年間通じてということだろう、これは単発的にはなかなか難しいかとは

思うんですが、これは皆さんのご意見で決めていきゃええと思うんですが、取り上げて、や

っぱしやっていくということは、市民生活に密着したことであるんで必要だろうというふう

に私は考えます。ほかの人に聞いてみてください。 

委員（西村慎次郎君）  私のほうも、ぜひこれを所管事務調査として取り上げて、検討し

ていってほしいなというふうに思います。買い物弱者というのも当然ですけども、高校生の

通学、子供たちの通学に関しても、この公共交通機関を非常に活用されてる方も多いんで、

その方の現状も把握しながら、聞くところ、笠岡へ向かいよる子たちは、時間、本数が少な

いということで、通常の通学ではいいんですけど、試験中は帰ってこようとすると、昼間は

本数が少ないとかという問題もありますし、矢掛のほうへ行きよる子たちは、井原駅での停

止時間がすごく長く、高屋なんかは、そっから歩いて帰ったほうが早いじゃねえかというよ

うなぐらい連携が悪いというふうになったり、そういう課題もあるようなんで、そういう通

学面での利便性の向上というのも図れるような検討ができたらなというふうに思います。 
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委員（大鳴二郎君）  公共交通は大変重要な、だんだん高齢化になれば、それこそ重要な

問題が出てくるんじゃろうと思うんですけれども、この公共交通審議会というんが多分ある

と思うんですけど、そこら辺で何遍か審議をやっておられると思うんで、そこら辺あたりも

どうなっとるかというのを聞くのもいいんじゃないかということも含めて。 

委員（藤原浩司君）  書いとる。 

委員（大鳴二郎君）  書いてある。 

委員（藤原浩司君）  一番下、審議会での改正点はもちろん。 

委員（大鳴二郎君）  そういうこともあるんで、ああ、書いてありますね。そういうこと

もあるんで、ひとつどこまでできるか、やってもいいんじゃないかなとは思っています。 

 

            〈なし〉 

 

委員長（西田久志君）  以上で所管事務調査事項の提案説明を終わります。 

 次に、提案された所管事務調査事項全般について、皆さんのご意見を求めます。 

 ８つ出ておりますが、先ほど来、よく似た提案があるということもございます。それも含

め、またどれを取り上げるかということもあります。それから、先ほど話も出ましたが、大

きな問題だから長期間かかるであろう、これはある程度、短期で済むんではないかというこ

ともあります。そういうことを含めて、いろんな方法があるとは思うんですけれど、それぞ

れ皆さんの思いというのは本当にあって、どれも重いと思いますので、そういうことも含め

て、皆さんのご意見を求めます。 

委員（三宅文雄君）  ８つの提案の大筋を大体見てみると、教育と公共交通と井原放送

と。大きく３つに分けられると思うんです。そこら辺を要するに、教育であれば、先ほどち

ょっと雑談の中でありましたけれども、西村委員と委員長のお考えをすり合わせすると。そ

れから、大鳴委員の朝御飯という提案もあったですけれども、そこらも教育のほうへ入るの

ではないかなというふうに思うんです。それから、データ放送とか、議長と西村委員と言わ

れとったところもすり合わせすれば、１つにできるのではないかなというふうに思うんです

けれども。そこら辺で、大きく３つに考えて。 

委員長（西田久志君）  もう一つ、教育、データともう一つ。 

委員（三宅文雄君）  公共交通。 

 委員会として、１つに絞る、２つに絞るかという方向で進めていけばどうかなと思います

がいかがでしょうか。 

委員（藤原浩司君）  三宅委員が言われたように、本当に確かに、じっくり見させてもら

やあ、大鳴副委員長の公共施設の現状と今後のあり方というのも、学校教育の中の建物には
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附帯します。その中で、ちょっと枠は外れますけど、若干これにもかかわるんかなと。それ

から、朝御飯も、食の生活ということで、子供たちの給食、学校給食等々もありますから、

そういうことも当てはめられるんではないかなという思いもあります。ですから、学校の教

育環境については、委員長と西村委員との整合性もありますから、その中に、建物関係

等々、今三宅さん言うてんように、なかなかええアイデアじゃないかなと思うんで、そうい

うふうにしていけば、もうあとはデジタル放送等々と公共交通、３本になってくるんですけ

ど、優先順位等々もありましょうけど、どれを絞っていくかというのは簡単になってくるん

で、なかなかおもしろい考えではないかなと思っております。 

委員（西村慎次郎君）  グルーピングに関しては、三宅委員さん、藤原委員さんの言われ

る方向でいいのかなと。実際に、１年間でほいじゃあできますかというところは、この後議

論はしていかないと、どこまで１年間でできるのかというところは、具体的な作業内容とス

ケジュールは立てていかないと、１年間での成果が出ないとは思うんで、そこら辺は、進め

方はまたこの後の検討かなということで、グルーピングはいいと思います。 

委員外議員（三輪順治君）  ちょっと発言よろしいですか。 

委員長（西田久志君）  ちょっと待ってください。 

委員外議員（三輪順治君）  ３つに絞ろうとしとって。 

委員長（西田久志君）  ちょっと待ってください。委員会でしょうりますから、ちょっと

待ってください。 

 今、傍聴されている委員外議員の三輪さんのほうから、発言の許可を求められております

が、委員の皆さん、どうでしょうか。 

委員（宮地俊則君）  まだ、今これをどうするかという議論の途中でありますんで、一定

の結論まで、それはちょっと待っていただくべきだと私は思います。 

委員（森下金三君）  三輪委員外議員が、この件を聞かれて、どういう意見を持っておら

れるかというのは聞いてもええと思うんです。それを聞いて、判断するのはこの委員会です

から、どういう意見を述べられるかというのは、聞くのは別に問題ないと思うんです。です

から、別に発言はよろしいと思います。 

委員長（西田久志君）  委員外議員の三輪議員の委員会で許可することに賛成の方は挙手

をしてください。 

 挙手少数でございますので、発言を許可しないものとします。 

 それでは、今、三宅委員のほうから、大きく教育、そしてデジタル、そして公共交通の３

つでまとめるということでございますが、それぞれその意見に対しまして賛成が多かったと

思うわけでございますが、これについて。 

委員（森下金三君）  もう一回、ちょっと確認するんですが、教育と、それと公共交通
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と、それと井原放送。 

委員長（西田久志君）  情報システムと井原放送のデジタル放送ですか。宮地議長と西村

委員の。 

委員（森下金三君）  ３つを大まかに分けて所管事務調査として取り上げていこうという

ことで、まだ結論は。 

委員長（西田久志君）  まだ、結論は出てなくて。 

委員（森下金三君）  結論はまだじゃけど、この３つを取り上げていこうというふうに。 

委員長（西田久志君）  決めてはないです。 

委員（森下金三君）  決めてはねえんじゃけど、という方向でいきますかということなん

ですが、これは、確認したいんじゃが、これは年間を通じてこの３件を調査していこうとい

う方向になるのか、その辺をはっきりと聞きたいんです。ただ、１年間無理に通してせんで

も、聞けば済むようなこともあるし、そこら辺をどういうふうに考えとられるかというの

が、ちょっとよう理解できなんだんで。 

委員（宮地俊則君）  私、お答えすることじゃないんで、今、私もそのように思います。

今ここに、年間通じてとか、２月までとか書いてありますけど、これはあくまで最長という

ことじゃないかなと思います。といいますのは、当然ながら、来年の年度末でまた委員会の

組みかえもあるわけでして、そういうことを踏まえて、こういう調査期間を書かれてるんだ

と思います。森下委員言われたように、例えば３カ月、４カ月、半年で済むものもあれば、

それはそれで結論を出せばいいんじゃないかなと。今、私もこの３つに大まかに分かれるん

じゃないかという段階だと思うんです。これに決定したというふうには、今まだ言われてな

いと思う。これの捉え方でも、例えば３つに分かれて、これを２つに絞るとか、実際にやる

として３つはちょっと手に余るということで、１つに絞るとか２つに絞る。あるいは、優先

順位をつけて時期をずらして１つずつ片づけていくとか、いろんな方法があるんじゃないか

なというふうに思っております。そういう、今度は、大きく分けて今３つに絞ったというこ

とで、皆さんは一応了解されて、それから今度は、具体的にどういうふうに運用として取り

上げていくかというところじゃないかと思いますんで、私がまとめることではないんです

が、そういうふうに、今、委員長、理解しとるんですが、それでよろしいでしょうか。 

委員長（西田久志君）  それでいいんですけれど、８つが出ておりますが、これも並行し

てかどうかわかりませんけど、取り上げるか上げないかというもんも大きく問題になるんで

はないかと思います。それをまだ、皆さん意見を聞いておりませんが、大筋、この３つの方

向でということはあって、まとめられるという今状態でございますが、ご意見が多かったと

思うわけですが、それ以前に、この８つのことを取り上げるか取り上げないかというのは、

まだちょっと検討してないと思うんですが、皆さん、どうでしょうか。 
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委員（宮地俊則君）  先に済いません。 

 私、今大きく３つということで異論は言わなかったんですが、そこには私のデータ放送、

西村さんのデータ放送のもあるんで、それは言ってみれば、今ここでは外されとる形です。 

委員長（西田久志君）  外してない。 

委員（宮地俊則君）  外してない。公共交通とデータと、それが仮に、ごめんなさい。言

い方間違えた。手に余るということで、これが１本、２本にして、仮に外れたとします。外

れても、今さっき言いましたように、例えば２つに絞って、１つが３カ月で済んだといった

ら、その時期を見て、ぜひこれを再度、余力があれば、皆さんが賛同せられるならば、これ

を再度、入れて研究したらどうでしょうかという提案は、その時点でまた考えたいなとは思

いますけど、今、意見がなかったということは、たちまちこの３本に絞って、それから今

度、これをさらに絞るかどうかというのは、皆さんで審議していただけりゃと思います。 

委員（森下金三君）  委員長、さっきも３つまとめたらというような話が出て、さっき委

員長は、この８つを取り上げるかどうかということをさっきおっしゃられたんじゃけど、ま

たこれもとへ、どうなるわけ。どういう意味じゃったんじゃろうか思うて。 

委員長（西田久志君）  ちょっと早かったかなというのが、結局３つまとめるということ

になると、３つこれはあくまでも取り上げますよというのが前提のことかなと理解したわけ

です。ということは、あくまでもそれを３つにまとめるということになれば、それはもうこ

の８つのことを、ここに出とるのを認めて、それを精査というか、それをして３つにすると

いうことだと思うんですけれど、基本的に８つを取り上げるというのは、あくまでもそれは

了承していただけたと理解すればいいですね。 

委員（藤原浩司君）  したというか、ここで承認をとってもらわにゃいけん。 

先ほど、今、三宅委員のほうから提案として、この８つの中で、大鳴副委員長言われたこ

とも、学校の施設とかも踏まえた中で盛り込みませんかと、学校教育。委員長言われたこと

と、西村委員が言われたことも精査できますよ。それから、その中で食の安全のことも、大

鳴副委員長が言われたことは、学校給食を題材にして、そこへは入っていけるじゃないか

と。それはじゃけ、１つにまとめたのが、要は４つを１つにまとまったわけです。あと、三

宅さんが言われたのは、公共交通網と、デジタルも情報システムとデジタル化が一つになり

ゃへんかというアイデアを今出された。アイデアに対して、皆さんどうですかということを

決める場なわけであって、だからそれを進めていっていただければ、あとはもう必然的にし

まってくると思うんで。 

委員長（西田久志君）  それでは、この教育、３つの大きな柱まとめたということでござ

いますが、これについて、皆さん異論はないというふうに理解したわけでございますが、そ

の次に、どれを取り上げるかという問題もあると思うんですが、そのことについて審議して
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いただきたいと思います。 

委員（藤原浩司君）  私も提案した中で、取り上げていただければありがたいと思うんで

すが、これなかなか難しい問題で、１年で多分できません。はっきりと言って。するべきで

はあるんだろうと思うんですけど。今、緊急性の中で、要は学校を取り巻く環境、この間も

中学校で事件ありましたんで、そういうことも踏まえた中で、教育関係のことを一番に１本

絞って、１年間の中で来年の３月定例会までにはきちっとした我々の委員会として、総務文

教の委員会として、意思疎通をしてきちっと発議ができればなと、提案ができればなという

ような考えがありますんで、ここはもう無理にいっぱい荷物を背負うべきでなく、内容の濃

いことをするために一つに集約すべきではないかなというふうな考えは、私はあります。 

委員（森下金三君）  それは今、藤原委員が言うた、僕はそれで結構だと思うんですが、

それで１つ確認をしたいんが、取り上げるということで話が出とったんですが、１つ確認し

たいんですが、例えば井原放送、例えばこれは市には直接、出資はしとりますけどが、井原

放送株式会社ですわな。それに対して、我々が委員会として調査というか、そういうことが

乗り込んでできるんかどうか。その辺はどんなんかなと。取り上げるのは取り上げたけど、

井原放送のことがあったときに、そこら辺の確認をちょっとしたいんじゃけど、どんなんで

すか、そこら辺は。 

委員（宮地俊則君）  私が答えることじゃないんかと。 

 傍聴席、ちょっと静かに言うてください、委員長。 

委員長（西田久志君）  三輪議員、静かにしてください。 

委員（宮地俊則君）  ちょっと森下委員言われた、乗り込んでいって調べるという表現だ

ったんですけど、もちろん経営とかいろんな、出資しとるとはいえ、株式会社ですから、そ

れはいろいろ問題はありましょう。ですけど、今言うデータ放送についてどういう利便性、

便利になるんですかということは、むしろ井原放送も市民にアピールしたい、そういうとこ

ろも当然ながらあろうかと思いますから、当然聞ける範囲、また向こうとして積極的に示し

ていきたいところというのはあろうかと思いますから、もちろん限られてくると思います。

ですから、可能な範囲でということで、私は考えております。 

委員（森下金三君）  可能な範囲ということなんでしょうけど、それが例えば、井原放送

とそういうことが、委員会として、それが、聞くことは、それは言えば、答えるべきことは

答えてくれるかどうかわからんのじゃが、委員会として正式な調査として、そういうことが

別に問題ないのかなということが、僕はわからんから、きちっと、それが何ら問題ない、こ

れは別にええんですよというようなことになれば、それはまた別ですけどが、そこら辺のこ

とがちょっと僕もよくわからんので、確認をして、調査するかせんかということも必要じゃ

ねえんかと思うんですが、そこら辺をちょっと心配するから。 
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            〈なし〉 

 

委員長（西田久志君）  ちょっとここで、一番肝心なところだと思うんです。藤原委員、

森下委員は一本化して、教育ですよね、森下委員。 

委員（森下金三君）  ええ、それでいい。 

委員長（西田久志君）  一本化というご意見が出ましたが、きょうに結論が出るとは思い

ませんので、次回ということにさせていただいてどうでしょうか。 

委員（森下金三君）  いや、それはここへおられる委員じゃけ、それは一本化でここでえ

え言われりゃそれでええし、ちょっと考える余裕が欲しいという委員がおられれば、また次

回にすりゃええと思うんですが、とりあえずそれでええか悪いか、出とるんじゃから諮って

もろうて。 

委員長（西田久志君）  わかりました。 

委員（宮地俊則君）  ほかのご意見聞かれて、それから諮りゃええと思います。 

委員（三宅文雄君）  私は、もうここで決めればよろしいと思います。 

委員（西村慎次郎君）  一本化の方向で絞ればいいと思うんです。多分、早く着手しない

と、私は年内に終わらないと、というか終わらないと思ってるんで、決めていけるところは

きょう決めればいいと思います。 

委員（大鳴二郎君）  今さっき言うたように、また今度目でよろしい。一本化というの

は、ちょっと今じゃったら難しい。今度目でよろしい。考える時間をください。 

委員長（西田久志君）  西村委員、三宅委員はきょう決めるという。 

 きょう決めるという意見が多数でございますので、きょう決めさせていただきたいと思い

ます。 

 それでは、先ほど一本化にして教育を所管事務調査をするというご意見が出ましたが、そ

れで結構でございますでしょうか。 

 

            〈異議なし〉 

 

委員長（西田久志君）  それでは、総務文教委員会では、教育についてを、この８項目の

中の教育についての関係したものをまとめて所管事務調査といたします。 

 それでは、以上で所管事務調査事項については終わります。 

 

〈その他〉 
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委員長（西田久志君）  委員会の行政視察の日程についてご協議いただきたいと思いま

す。 

 前回、７月というような言い方をしたと思いますが、７月の上旬から中旬だろうというこ

とと、それからこれは意見は、所管事務調査関係のところへというのも、関連したところへ

というふうな意見を持っておりますが、皆さんどうでしょうか。 

 

            〈異議なし〉 

 

委員長（西田久志君）  それでは、日程を委員長、副委員長で決定させていただきます。 

委員（宮地俊則君）  上旬から中旬ということで、具体的に言うと、６月３０日から７月

１５日あたりまでということと捉えりゃええんでしょうか。 

委員長（西田久志君）  ７月の上旬、中旬。 

委員（宮地俊則君）  週で言やあ、７月１日というたら火曜日になるんですが、まず６月

３０日月曜日も含めて、７月１５日ぐらいまでの２週ちょっとの間と。 

委員長（西田久志君）  そういうことですね。 

 

            〈異議なし〉 

 

委員（宮地俊則君）  今のテーマを出してもらうとか、皆さんに言わんでええん。行き先

やら、テーマやらを。 

委員長（西田久志君）  それでは、テーマについてお諮りします。 

 ご意見を求めます。 

委員（藤原浩司君）  先ほど、決定事項で所管事務調査が年中を通じて結果を出すため

に、教育の問題をやります。これを１つはめていただいて、あとは例えば、データ放送、こ

の中に意見が出たわけですから、データ放送であるとか公共交通であるとか公共施設のあり

方とかというものも含めた中で、先方もございますから、精査していただければなと思いま

す。 

委員（宮地俊則君）  もちろん今の言われるとおりでええんですけど、通例ですと、期間

を決めて、いついつまでに希望があれば、行き先、それからテーマ、またこういう内容を視

察したいという希望があればですよ。皆さんに締め切りを決めて諮られるんがよろしいんで

はないでしょうか。 

委員長（西田久志君）  失礼しました。７月の初め言やあ、５月いっぱい。 
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委員（宮地俊則君）  それはちょっと遅い。 

委員長（西田久志君）  遅い。 

委員（藤原浩司君）  今月中にせな。 

議会事務局次長（岡田光雄君）  次回の委員会を次いつにするか決定していただいて、そ

のときまでに案をお願いしたらどうでしょう。 

委員長（西田久志君）  わかりました。 

 それでは、次回の総務文教委員会をいつにするかということでございますが、予定ざっ

と、４月２１日の週かなというふうに思っとるんですけれど。 

委員（藤原浩司君）  ２１、２２日ならええ。あとは皆入っとる。総合監査からなんか

ら、皆。 

委員（森下金三君）  ２１日、２２日、できりゃ、２１日月曜日にしてもらえりゃ一番え

えんですけど、委員長さん、どうでしょうか。 

委員（大鳴二郎君）  広報広聴がある。 

委員（宮地俊則君）  広聴広報が１０時入ってますから、午後なら大丈夫じゃない。 

委員（西村慎次郎君）  審議会がある。 

委員長（西田久志君）  挙手を皆さん、ちょっとお願いします。 

委員（西村慎次郎君）  午後は井原市情報公開の審議会なんで必須じゃない、希望者だけ

ですけども、ちょっと出てみたいなと思って。 

委員（森下金三君）  それは、西村委員が出る会合。 

委員（西村慎次郎君）  必須じゃない。 

委員（森下金三君）  傍聴じゃろう。ああ、それはやめりゃあええがな。 

委員長（西田久志君）  それでは、２１日午後という案が出ておりますので。 

 

            〈異議なし〉 

 

委員長（西田久志君）  じゃあ、２１日の午後ということで、それに準じて、２１日の午

後の総務文教委員会の会合までに、皆さんのそれぞれ思われとることについて発表していた

だければと思いますので、期限を２１日までとさせていただきます。 

 時間を午後でございますので、午後１時……。 

委員（藤原浩司君）  半にしよう。 

委員（宮地俊則君）  私の言うことじゃないかもしれませんが、１０時から広聴広報委員

会が、これは前週の１８日の全協を受けてのことですんで、市民の声を聴く会で、結構ひょ

っとしてかかるんじゃないかなと思うんです。午前中で終わりゃ、もちろん１時からでええ
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んですけど、ちょっと余裕見て、２時あたりで、もし皆さん。２時あたり。 

委員長（西田久志君）  ２時。 

委員（宮地俊則君）  皆さんの。私がずっと思うんですが。 

委員（森下金三君）  ２時で私はよろしいです。 

 

            〈異議なし〉 

 

委員長（西田久志君） それでは、総務文教委員会、次回２１日２時から。月曜日です。 

 そうさせていただきます。よろしくお願いします。 

 

            〈なし〉 

 

〈議長あいさつ〉 

 

委員長（西田久志君）  以上で総務文教委員会を閉会いたします。 
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総務文教委員会会議録 

 

１．開催年月日 

   平成２６年 ４月２１日   開会 １５時００分  閉会 １６時３７分 

 

２．開催場所 

   委員会室 

 

３．出席委員名 

   西 田 久 志   大 鳴 二 郎   西 村 慎次郎   三 宅 文 雄 

   藤 原 浩 司   宮 地 俊 則   森 下 金 三 

 

４．欠席委員名 

   な  し 

 

５．その他の会議出席者 

  （１）副議長     上 野 安 是 

  （２）事務局職員 

    事 務 局 長  三 宅 道 雄   事務局次長  岡 田 光 雄    

    主     任  藤 井 隆 史     

 

６．傍聴者 

  （１）議 員  森 本 典 夫 

  （２）一 般  ０名 

  （３）報 道  ０名 

 

７．発言の概要 

委員長（西田久志君）  ただいまから総務文教委員会を開会いたします。 

 

〈議長あいさつ〉 

 

〈所管事務調査事項について〉 
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委員長（西田久志君）  先般の委員会におきまして、各委員から所管事務調査事項を提案

していただき、８件の提案の中から教育に関したものをまとめて所管事務調査事項とすると

決定したところです。 

 そこで、本日は、前回の決定を受けて、さらに具体的な調査項目の決定に向けて協議をし

ていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 お手元に資料として８件の中からの４件ということでしておりますが、そのことにつきま

して、ざっくりこの４件ということで決めておりましたが、この４つのことにつきまして確

認をいたしたいと思います。 

委員（藤原浩司君）  委員長、前回この４件というふうに僕は認識してねえんですけど、

要は、一番最初の西村委員の小・中学校を取り巻く環境のあるべき姿と、それから委員長の

言われた井原市における小・中高の教育環境についてを一つにまとめたもんでやりましょう

というふうに、僕はそういう認識でおったんですが、ここへもう２つ別なもんがあるんで、

この資料でおかしいなと、僕は今思ったんですけど。 

委員長（西田久志君）  この件につきましては、大鳴副委員長の中で、校舎のほうも入っ

ているのかなというご意見が少し、意見が出たと認識しとんです。それと、朝御飯というこ

とで、食育、教育の中の朝御飯かなと思うんですけど、このことについても、皆さんで協議

していただければ結構でございまして、ざっくりこの４つとしてしまったような記憶がある

んですが。 

委員（藤原浩司君）  ４つというのは、はなからないです。僕は、２つの話しか言うてな

いですから。議事録載っとるでしょう。僕は２つ、委員長が言われたんと西村委員が言われ

たことを、学校のことですから、それはきちっと２つを精査していただいて、まとめていた

だいて、それを１つの目標としてやりましょうというふうに決まったはずですよ。ここの、

この何ですか。朝御飯と、それから公共施設は、それは含んでませんよ。 

委員長（西田久志君）  そういうご意見ということで。 

委員（藤原浩司君）  いや、前回そういうつもりで僕は言うとりますけど。１つに絞ろう

ということが、一番前提にあったわけですから、それを西田委員長と西村委員との学校の環

境のあり方、そういうものを一つにまとめてもらう、それを一つにまとめてもらって１年か

けてやりましょうというふうに、僕は言いましたし、そういう認識で僕も今おりますけど。 

委員長（西田久志君）  わかりました。これはあくまでも確認ということで、確認させて

もらうということで、今、言わせていただきました。だから、その２つの件でいくというこ

となら結構でございます。済いません。 

委員（藤原浩司君）  だから、何でここへこれが載っとんかなというのが、今僕はふと不

思議に思うんですけど。 
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委員長（西田久志君）  ２つでいくという件につきまして、それは確認という形で、それ

で結構だと言えば結構だと。 

委員（藤原浩司君）  確認というか、議事録は残っとるでしょう。 

委員長（西田久志君）  たしか。 

委員（藤原浩司君）  こまいところまでは絶対出てないですよ。 

委員長（西田久志君）  意見が出たと思うんですけど。 

委員（藤原浩司君）  僕は、はっきり言って、委員長が言われたんと、西村委員のこの言

われとることを、２つを１つにしていただくと。そのまとめは委員長にお任せしますと、そ

ういうに言いましたよ。 

委員長（西田久志君）  わかりました。 

委員（森下金三君）  僕も、所管事務調査は年間通してやるのは１件だけというふうに、

というのが、今言われた西村委員と委員長の２件についてやっていこうというふうに理解し

たんじゃけど、その辺はちょっと僕も記憶が、そういうふうに記憶しとるんじゃけど、もし

間違うとったらいけん、ちょっと事務局どうじゃったか聞いてみてください。 

議会事務局次長（岡田光雄君）  前回の協議内容ですが、学校の関係の教育関係が、西村

委員さんと西田委員さんの調査事項が２つと、若干、大鳴委員さんの中に、公共施設の中に

学校も含まれるかなと、それから朝御飯のこともあるかなというふうな、若干意見があった

ように思うんですが、そういったものを取りまとめて、教育に関係したものを取りまとめて

というようなご意見だったかと認識しとりますが。 

委員（藤原浩司君）  それは、その後の話で、我々が２つを精査してまとめてくださいと

いうことは、委員長に僕は伝えました、はっきり。自分の言ったことまで、僕は責任持って

やりよるんで、その前の段階では、８つの中で、教育の中にこの朝御飯も、それは教育のう

ちに入りましょうし、それからこの施設、施設の中もそれは学校の施設も建物ですから、そ

れはあろうかと思いますけど、それを全部を１年かけてやるとできないということを僕を言

ってますよ。その上で、西田委員長と西村委員の２つをまとめてくださいよと。これでいき

ましょう、これを１本に絞っていきましょうという話はその後に出てましょう。それで皆さ

ん了解得たはずですよ。それは、関係があるというんじゃったら、僕の言うた交通でも、通

学があるんだから関係あるでしょう。そういうことになってくるでしょう。一々関連関係を

言よったら先に進まんじゃないですか。そうでしょう。だから、２つを１つに精査してくだ

さいというのは、僕の記憶の中にはっきり残ってますし、それに対しては、委員長のまとめ

にご一同しますということで、僕は言ってますけど。 

委員（三宅文雄君）  私は、先ほど藤原委員が言われたように理解をしております。とい

うのが、西村委員と、それから委員長との話し合いで、教育のことについて１年間やってい
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こうというふうに、藤原委員に言われたように、私そういうように認識しております。 

委員（西村慎次郎君）  私は、学校というキーワードをもとに学校環境というところで検

討していくという、それは理解してるんですけど、どこにターゲットを絞っていくかという

のが、これからの議論かなというふうな理解をしてたんで、議論する中身によっては、設備

のこともあるでしょうし、食育のこともあるかもしれないとは思ったんで、それを除外して

いく、今回の所管事務調査の対象外とするかどうかという議論はこれからかなという理解で

おったんで、きょうの資料に入ってても違和感はなかったんですけど。そこまで、教育環境

といっても、私と委員長が書かれた内容以外のことはしないというとこまで決定してたとい

う認識はちょっとなかったです。 

委員（大鳴二郎君）  この間の件では、公共の施設をどうするかということを言った場合

に、学校も入るということでありましたけれども、この中で、教育関係に一本化しようとい

うことで話が進んだわけでありますけ、その中に朝御飯も入るんじゃないかなということも

含めましたんですけども、そういうことで、教育にきょうのこれへ出とるということに関し

ましては、いよいよ前へ前へ進まにゃいけんということでありますので、２つとも私のなん

でありますので、それはまたまた後々やってもいいんでありますから、今出とる教育一本で

やる分でやりゃよろしいと思います。 

委員（宮地俊則君）  私も、両方とも大鳴委員の提案でしたですかね、これ。そうです

ね。公共施設、これは市の全般の公共施設ということで、途中で教育関連の施設という話も

出とりました。いずれにしても、西村委員、それから西田委員長、お二方のもありまして、

この柱で教育をテーマにという話でまとまったかと思います。ただ、そこの内容について

は、まだまだこれから、枝葉の部分についてはまた検討していく、研究していく内容につい

ては、それがきょうであろうかなと思っております。ですから、今言う、逆に言えば、西村

委員と西田委員の内容について、これをまた全部調査研究するというところまでも、まだ決

まっていないというふうな認識しております。ただ、中身について、教育全般についてとい

う認識で、中身についてはこれからというふうな認識でおります。ですから、いずれにして

も、くどいようですけども、中身はこれからということで、今言う食育も入るか入らないか

も含めて、教育施設のことも入るか入らないかも含めて、これから皆さんで取捨選択してい

ければいいんじゃないかなと思います。 

委員長（西田久志君）  まとめさせていただきますと、藤原委員、先ほど言われたとお

り、全ての面が教育につながるということも考えますと、私と西村委員の言われたこの２つ

のことを主に、主にそれとさせていただいて、これから先検討させていただきたいと思いま

すが、先ほど言いましたように、確認ということでございますので、それでいいでしょう

か。 



- 5 - 

 

            〈異議なし〉 

 

委員長（西田久志君）  それでは、そのことにつきましてでございますが、西村委員のほ

うから、これをたたき台にしたらどうかというような資料の提出がございまして、委員長、

副委員長で許可しましたので、皆さんどうでしょうか。あくまでもたたき台ということで資

料を提出していただいてよろしいでしょうか。 

委員（藤原浩司君）  それは見せてください。 

 

            〈異議なし〉 

 

委員長（西田久志君）  お願いします。 

 それでは、少しの時間、皆さんで目を通してください。 

 西村委員、説明をお願いします。 

委員（西村慎次郎君）  資料を作成してる前提というのが、とりあえず学校という、幼稚

園から市立の高校までを範囲として、とにかく私は認識が、テーマを絞り込んでるという認

識がなかったんで、まずは大きな範囲での考え方をまとめてみてるという前提で書いており

ます。ということで、もともと幼稚園という表現はなかったんですが、幼稚園まで入れてる

というところであります。今後、ここを含めるか含めないかは検討するところかなというふ

うに思ってます。 

 活動目的ということで、私の書いていた所管事務調査の目的のところと委員長が書かれて

た内容を足して書いております。幼稚園、小学校の児童、中学校、市立高校の生徒の学習、

生活環境を改善、整備し、子供たちの健全育成を図る。学力向上や生活改善ということを図

っていくというのを一つの目的とする。もう一つは、教職員の環境を把握し、よりよい指導

体制を構築することで、子供たちや保護者と向き合える時間をふやすとともに、教職員の負

荷軽減を図っていくと。３つ目が、行政と学校現場の意思疎通が的確にできるような体制を

構築する。４つ目が、いじめや不登校のない環境を整備するという、この４つの目的で、今

回の所管事務調査について進めてはどうかという目的としております。 

 基本原則ということで、今回の検討をしていく上では、今年度提言するということで、２

月末までには提言できる資料をまとめられるということで、それができる範囲とかボリュー

ムというのは、今後検討する必要があるんじゃないかということで書いています。 

 それと、この総務文教委員会の委員が主体となって動いて、関係者と協議しながら、関係

者の負荷をできるだけ最小限に抑えながら進める必要があるかなということで書いておりま
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す。 

 検討の範囲としては、とりあえずは幼・小・中高ということで上げております。これは今

後、検討の余地があると思っております。 

 制約事項としては、１年先には委員の改選もあるんで、そこをということで、先ほど上に

書きましたけど、１年以内に活動を終えるということが必要かなということと、予算的な話

が必要な場合があるかどうかわかりませんが、予算内で実施する必要があるというところで

す。 

 概要スケジュールということで、年度内に終わらすためにはこういう形で進めてはどうか

という案を書かせていただいてます。まずは、先ほどから言ってる範囲ですね。どういう活

動をしていくかという範囲を決めていくということでの活動方針を５月末までには決める必

要があるんじゃないか。範囲を決めたら、それの現状把握ということで、第１次現状把握、

第２次現状把握ということで、まずは書類をもとに調査をしていくということで、執行部か

らの資料の提供ですとか、関係者にアンケート調査をしての調査ということを、例えば７月

末まで。それをもとに課題を整理し、今度は第２次調査ということで、現場、現地へ視察を

して、関係者に対して実際にヒアリングをして、情報を集めて、さらなる課題を洗い出すと

いう作業を８月末。その現状把握、課題の整理をした課題に対しての改善策の検討を１０月

末までに整理する。その改善策の検討結果をもとに、執行部に対する教育環境に対する改善

の提言書というのを年内に整理し、再度、その内容に関して関係者に意見をいただくと。パ

ブリックコメントにするのか、再度アンケート調査ということにするのかわかりませんが、

そういう形で、１月末ぐらいまでに意見書を整備、意見をいただいて、再度、こちらがつく

った素案を見直しをして、２月末までに整理し、執行部のほうへ提言するというストーリー

でいったらどうですかという案を作成しています。 

 概要としては以上です。 

委員長（西田久志君）  以上で説明をしていただきましたが、この基本方針の案という

か、たたき台を採用することに異議はございませんか。 

委員（藤原浩司君）  まず、この中を皆さんに聞きましょうよ。決定を決めるんじゃなし

に、これをするかせんとかじゃなしに、この内容でどう思いますかということを、委員長、

諮ってください。そうすりゃ、手を挙げて意見を言いますから。 

委員長（西田久志君）  わかりました。 

 それでは、そういう意見が出ましたので、１つずつ、項目別、内容について検討していっ

ていいでしょうか。 

委員（森下金三君）  それでやってください。 

委員長（西田久志君）  まず、基本方針、項目、プロジェクト名称。内容として、井原市
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における幼・小・中高校の教育環境提言プロジェクト。 

委員（宮地俊則君）  すばらしい基本方針ができてて、名称も大変立派なのがあると思う

んですが、今ずっと、今一番上の名称なんですけども、全部下まで見た上でのことで言わせ

ていただきますと、非常にボリュームが大きい。まず、これは大変だなという思いがいたし

ております。もちろん幼稚園から高校までというのが理想ではありましょうけども、いろん

なことを加味して考えた場合、表現が適切じゃないかもしれませんが、欲張らずに、小・中

ぐらいに絞ったらいかが、それでも恐らくできるかどうかだろうなという気が私はするんで

すが。今まだ名称のとこですから、あれですが。全体のエリアとして、小・中に絞られたほ

うが、幼稚園はまた、全然ちょっと環境が違ってまいりますし、市立高校になりますと、ま

た義務教育じゃなくなってきます。そうしたことから、メーンである小・中に絞っていかれ

たらどうかという思いです。 

委員（藤原浩司君）  本当に、基本的には、活動目的にしても、基本原則とか概略のスケ

ジュールとか、非常によくできとるんですけど、今、議長が言われてんように、本当にプロ

ジェクトの中でアンケートを２遍とるということになると、アンケートまで我々がつくって

出すということになれば、かなり日にちもかかりますし、それから今言うたように、幼稚園

と高校というのは、やはり中身が違ってくるんで、小・中に絞っていく。絞った中でも、や

はり議長の言われるように、ちょっとこれボリュームが大きいなというふうに鑑みておりま

す。 

 それと、このプロジェクトの名称なんですけど、井原市における、ここは省くところは省

いたとしても、教育環境提言プロジェクト、この提言プロジェクトでいいんですけど、提言

が２月までに間に合わんかっても、きちっとして引き続きやっていけるような形を残さにゃ

いけんなと思うんです。ですから、提言プロジェクトじゃなしに環境プロジェクトというよ

うな形で、きちっと形を残して、来年委員会の改選がありますけど、後にきちっと残してや

っていただけるような形も考えた上でやっていかないと、ちょっと厳しいと思うんです。 

委員長（西田久志君）  今、幼・小・中高ということで、今現在ありますが、小・中とい

うことで絞ったらどうかという意見がございました。そのようにさせてもらってよろしいで

ございましょうか。 

 

            〈異議なし〉 

 

委員長（西田久志君）  それでは、幼・小・中ということで……。 

委員（宮地俊則君）  幼は入れんのんで。 

委員長（西田久志君）  幼と高を省いてください。小・中ということで。 



- 8 - 

 プロジェクト名称は、井原市における小・中の教育環境提言プロジェクト、よろしいでご

ざいましょうか。 

委員（宮地俊則君）  提言は外したほうがいい。 

委員長（西田久志君）  提言は外して。 

議会事務局次長（岡田光雄君）  先ほど、名称なんですが、例えば所管事務調査名になり

ますんで、井原市における小・中の教育環境についてでも構わないかなと思うんですが。 

委員長（西田久志君）  井原市における小・中学校の教育環境について。 

 

            〈異議なし〉 

 

委員長（西田久志君）  続きまして、プロジェクト責任者、サブ責任者。井原市議会議

長、副議長。 

委員（宮地俊則君）  大変失礼。笑っとるわけじゃないですけども、プロジェクト責任者

というすごい名前つけていただいとんですが、あくまでこれ委員会の事業でありますんで、

これはもう責任者とマネジャーの違いが、また西村委員にはそういう思いがそれぞれあるん

だと思うんですけども、やはり委員会ですので、委員会のトップは委員長にしていただく、

なっていただくべきではないかなと私は感じます。 

議会事務局次長（岡田光雄君）  所管事務調査なので、ここへ今サンプルで出ております

この表のうち、プロジェクト責任者、プロジェクトマネジャーとかというところは、所管事

務調査としては表に出てこないんで、ここのところはもう飛ばしていただければよろしいの

ですが。 

 要は、所管事務調査の様式に沿った調査事項、調査目的、方法等、これに沿ったところを

諮っていただくようになるかと思うんです。 

委員長（西田久志君）  ここは削除ということですね。 

議会事務局次長（岡田光雄君）  いやいや、ここで改めて諮っていただく必要はない。 

委員長（西田久志君）  ない。 

 省くということでしょう。要は省く。これはあくまでたたき台でしょう。考えた場合は、

一応これは省くと。 

委員（藤原浩司君）  それはもう委員長にお任せします、そこは。 

委員長（西田久志君）  あくまでもたたき台でございまして、それですので、責任者、こ

の項目、それからマネジャー等の項目は省くということでいいでしょうか。 

 

            〈異議なし〉 
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委員長（西田久志君）  続きまして、項目、活動目的でございます。 

 まず、１つずつ、丸、次の目的が達成できる提言を執行部に対して行う。 

 幼稚園、小学校の、これはもう消しましょう。小学校の児童、中学校の生徒の学習、生活

環境を改善、整備し、子供たちの健全育成、学力向上、生活改善を図る。 

 

            〈異議なし〉 

 

委員長（西田久志君）  続きまして、教職員の環境を把握し、よりよい指導体制を構築す

ることで、子供たちや保護者と向き合える時間をふやすとともに、教職員の負荷軽減を図

る。 

 

            〈異議なし〉 

 

委員長（西田久志君）  続きまして、行政と学校現場の意思疎通が的確にできるような体

制を構築する。 

委員（森下金三君）  行政というのが、行政と、この場合、教育委員会というのが１カ

所、一番下へ現地視察の場合、教育委員会。教育委員会とのかかわりというか、そういうも

のに対しては、この委員会としてはどういうふうなかかわりを持っていくのかどうか。学校

があれば、教育委員会も当然ひっつきもんであるし、行政と教育委員会の関係というのもい

ろいろあろうと思うんですが、そこら辺は、教育委員会とのかかわりというたら、どういう

ふうに。それから、教育委員会に対しても提言できるようなことも、今ちょうど、教育委員

会がどうかというのを国でいろいろ協議しよるんですけどが、そこら辺は、委員会としては

どういうふうに教育委員会とかかわりを持っていくのか。また、行政とかかわりを持ってい

くのか。学校とかかわりを持っていくのか。そこら辺は、どういうふうにやっていったらえ

えのか。 

 ただ、教育委員会に対しては、ここに上げられとるのを見ると、ヒアリングで教育委員会

へ行くというようなことなんですが。そこら辺はどんなん。 

議会事務局長（三宅道雄君）  今、森下委員さんのご発言でございますけども、多分、西

村委員さんは、ここで行政というふうな書き方をされているのは、教育委員会を含んだ行政

というふうな形でお書きになってるんだろうというふうに私は理解いたしました。教育委員

会の運営自体も、地方教育行政の組織及び運営に関する法律ということでございますので、

教育委員会自体も行政ということでさび分けしていただけたらいいのかなというふうに、私
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は考えております。 

委員（森下金三君）  それはわかりました。局長のような。それがそれでええのなら、そ

れでええんですけど、提案されとる西村委員の。 

委員長（西田久志君）  これは私が提案したぶにだと思うんですけど、局長が言われたと

おりでございまして、行政の中に教育委員会も含むということでございます。済いません。

早目に言えばよかったんですが。 

委員（森下金三君）  わかりました。 

 

            〈異議なし〉 

 

委員長（西田久志君）  それでは続いて、いじめ、不登校のない環境を整備する。 

委員（藤原浩司君）  これは、一番重要な課題かなと思うんですが、１番の小学校、中学

校生徒、学習の生活環境を改善、整備し、子供たちの健全育成、学力向上、生活改善、この

中には入れられんですかね。単体でやりますか。単体のほうがええですか。 

委員（宮地俊則君）  含まれると私も思います。この活動目的、学力向上、生活改善、こ

ういったものが全て網羅されていると思いますので、余り具体的にここで書きますと、ほか

にもいっぱい、じゃあ漏れてるんじゃないかということが出てくるやもしれませんので。 

委員長（西田久志君）  一番上の丸に加えるということで。 

委員（宮地俊則君）  加えるというか、網羅されてると。だから、したがって削除してよ

ろしいのではないかと思います。 

委員長（西田久志君）  削除で。 

委員（森下金三君）  ちょっと確認。じゃけ、ちょっと確認の意味で、きちっと言うてく

ださい。いじめ、不登校のない環境を整備するというのは、一番上の中に含んでいくと。 

委員（藤原浩司君）  そうです。生活改善。 

委員（森下金三君）  意味で、その文言をこの中へ入れると。生活改善だけで、環境の中

に入るから、文字としては入れないと。生活環境の中に、このいじめ、不登校も入るという

ふうに理解すりゃええんじゃな。 

委員長（西田久志君）  そうです。 

委員（森下金三君）  そんなら、わかりました。いいです、それで。 

 

            〈異議なし〉 

 

委員長（西田久志君）  じゃあ、４つ目の丸は消してください。 
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 それでは、この活動目的について、皆さん承認していただけますか。 

議会事務局次長（岡田光雄君）  済いません。ここ、タイトルを、今、活動目的となっと

るんですが、所管事務調査では調査の目的というふうに。 

委員長（西田久志君）  調査目的。 

 

            〈異議なし〉 

 

委員長（西田久志君）  続きまして、基本原則。平成２７年２月末までに執行部に対して

提言できる資料をまとめるような範囲、ボリュームとする。委員が主導となり動き、執行部

や教職員や市民の負荷を最小限に抑えるような進め方をする。 

委員（宮地俊則君）  今の次長の説明のとおり、この形式、様式にはめていこうとするな

らば、これも委員会内での後での申し合わせ事項のようなものじゃないかなというふうに思

うんですが。この様式にはめ込むとすればこの基本原則も、範囲も制約事項も、概略スケジ

ュールは調査期間というのに入るんでしょうけども、そういう大まかな枠組みで決めていか

れたらどうでしょうか。それであとは、委員会内での内規といいますか、具体的な項目とい

う形になろうかと思いますが、いかがでしょうか。 

 この基本原則とか範囲とか制約事項を否定するもんじゃないんですよ。フォームにないも

のでありますから、この基本原則というのは。 

委員長（西田久志君）  調査の目的があれば、調査の方法、調査期間、その他があるとい

うことですね。 

 基本原則、範囲、制約事項については、調査の方法ですね。 

委員（藤原浩司君）  そういうことじゃな。 

委員長（西田久志君）  基本原則と範囲が調査の方法ですか。 

委員（藤原浩司君）  ここの２月末までにするというふうに、西村委員に言われとるの、

これがもう早い話が調査期間であって、その後の項目が、要は、さっき委員長言われたよう

に、調査の方法と入っていくんかなと思うんですが。 

委員長（西田久志君）  ということは、基本原則と書いてあるところですが、平成２７年

２月末のこの件については、調査期間。 

委員（藤原浩司君）  期間ですね。 

委員長（西田久志君）  委員が主体となり動きというのは、方法。 

委員（宮地俊則君）  方法じゃあねえな。 

委員（西村慎次郎君）  調査の方法としては、私のつくった資料でいうと、概要スケジュ

ールの米印のあたりが、多分各資料とかアンケート調査による調査とか、現地視察とかヒア
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リングとかという調査の方法。 

委員（藤原浩司君）  概要スケジュール。 

委員（西村慎次郎君）  概要スケジュールの中に、要は現状把握とか課題の整理する上で

する作業としては、資料とかアンケートによる調査とか、そういうところが方法になっては

くるかなというふうに思います。 

 その前提、ちょっと書き方と合わないとこありますけど、作業する方法としての前提とし

ては、１年間でできる範囲、ボリュームに絞り込んでやるとか、委員が主体となって動く、

するという大原則をもとにこういう方法でやっていくというまとめ方になると思う。今の所

管事務調査の様式に合わそうとすると、書けないところもあるかなと。 

委員（宮地俊則君）  ちょっと休憩していただけませんか。 

委員長（西田久志君）  それでは、調査の方法ですか、それを決めていきたいと思いま

す。 

委員（三宅文雄君）  西村委員が書かれとるように、調査の方法、５点書いとられますよ

ね。これでいけばよろしいんじゃないですか。 

委員長（西田久志君）  ５点。 

委員（三宅文雄君）  左。 

西村委員が提案されとる分です。 

委員長（西田久志君）  こっち。 

委員（森下金三君）  これはアンケートだけで、現地視察じゃというの書いてない。それ

も必要なことじゃろ。 

委員（藤原浩司君）  このアンケートもこの中にいっぱい、５つ出とるんですけど、今新

しく基本計画を出されとる中には、現地視察であるとかヒアリングというのを、非常に大事

なことだと思いますし、現状の把握、課題の整理とかというようなことがあって、米印で、

各種資料でアンケートによる調査とかということが書いてあるんで、この資料というのは、

これは執行部に対する資料の要求ですから、米印のぶには、このアンケートだけは省いても

らって、現地視察、ヒアリングというのは絶対に入れとかにゃいけんと思うんです。これ一

番いいとこだと思うんで。改善策の検討、ここに書いておられることを、パブリックコメン

トはするかしないかわからないんで、入れないほうがいいと思うんで、このあたりを精査し

て、西村委員がされとる概要スケジュールを精査した中のものを、調査の方法を入れ込んで

いけば、必然的にその他で執行部への質疑事項も出てくるんかなというような思いが、委員

長しますが。 

委員（森下金三君）  それにつけ加えて、西田委員も出されとるように、他市の視察、そ

ういうような、市内の現場での視察、教育委員会での検討、それは含んで、他市の視察、調
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査方法としては、市内の現場での視察というようなことも含めて、調査方法として入れたら

いいんではないかなというふうに思うんですが。 

委員（藤原浩司君）  ええですね。 

委員長（西田久志君）  まず、三宅委員がアンケートと言われたんですけど、この調査方

法の中で、各資料、アンケートと、こういう項目で、そのアンケートをまとめるということ

でいいということでございましょうか。これはアンケートで。 

委員（西村慎次郎君）  各種資料というのは、執行部が持ってるいろんな学校の基礎数字

があると思います。人数だとか、クラスとかという、そういうことがあるんで、それをいた

だくのが各種資料の収集というのが１つ。で、もう一つは、実際の現場にいらっしゃる先生

ですとか、生徒ですとか、保護者という方に対して、いろんなご意見をちょうだいするアン

ケートというのがあってもいいかなという１つで、負荷がどれぐらいかかるかというのは大

変なんで、検討は必要なんですけど、そういうやり方で、今、藤原委員や森下委員が言われ

た現地視察ですとか、現地でのヒアリングですとか、他市の視察ですとかで、委員会討議も

当然あるんですけども。関係者との実際に意見交換というのもあってという、それぐらいが

方法かなと思っています。 

委員長（西田久志君）  先ほど、三宅委員が言われたアンケート、このポツ５つ言われま

したよね。 

委員（森下金三君）  それ、アンケートもよ、これ５つとるというたら、莫大な思うんじ

ゃけどが、例えば市民のアンケート、それちょっとわしもアンケートのとり方によりますけ

どが、どんなかな。これだけ。全部とることによって、教職員のアンケートのとる内容と、

学校、一つ一つ、これじゃったら４項目全部違うと思うんです、アンケートのとり方が。へ

えで、範囲をどこまでするかというのを、もしとるとしたら、かなり労力も要るように思う

んじゃが、どんなんですかね、そこら辺。 

委員（藤原浩司君）  私、このたび去年からＰＴＡのほうへ出させていただいとって、

近々に３学期制になるとかということで、いろんな教職員さんの負荷がかかること等々のア

ンケートをとられとるようなんです。そのとられとる、それから親御さんに対してのアンケ

ートも、いろいろ学校の評価としてのアンケートもとられとって、非常に評価が悪かったと

いう実情があって、それもあるんです。だから、児童へのアンケートももちろんとっとって

んです。ただそのとっとられるんが、今我々が総務文教委員会で話し合うことの内容にそぐ

うとるかはわかりませんけど、大体そぐうとると思うんです。僕が聞いとる中では。そうよ

うなものがあるんであれば、そんなにむちゃに負荷はかからないことですし、それに対し

て、我々ができることなら、できることを簡単にやっていけばいいんじゃないかなと思うん

で、そう余りむちゃに深く考えなくてもいいと思うし、このアンケート、アンケートという
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のを入れると、ちょっとまずいんかなというふうにも思うんですが。 

委員（大鳴二郎君）  アンケートなんですけど、藤原委員さんはやりよるということじゃ

けど、１３小学校があって、中学校もあるし、それ皆ということになりゃ。 

委員（藤原浩司君）  全部です。１３学区全部。 

委員（大鳴二郎君）  大変なことじゃろう思うんじゃけど、それから、市民のアンケート

というんが、これがまたどうじゃろうかなというんがある。それとは、他市のほうへ視察し

たり、市への現場行って、学校へちょっと、とりあえずそういうとこをして、学校先生と話

をするのも、一つの手じゃないかなと思うんですけえど、できるとこからやらねば、大きい

次々次々これしょうこれしょう言うても、できんこともありますんで、できるとっから一つ

一つやっていったほうがいいんじゃないかなと思いますけれども。 

委員（森下金三君）  今、おっしゃられた、藤原委員もおられた、アンケートを学校もど

ういう形でとっとられるかというのは僕はわからんけどが、アンケートをとっとられるとい

うようなことがあれば、そういうアンケートをデータをもらえるんなら、そのものをもらっ

てこちらで協議することもできるわけじゃし、それから新たに、これをこういうことが委員

会としてアンケートがとりたいなというような問題が発生したときに、またそういうふうな

感じでやればいいんじゃないか思うんじゃけど、きちっと１項目ずつこういうふうなアンケ

ートをするというふうなことを書いとると、全てやらにゃいけんわけですわ。書いとる以上

は。だから、逃げ道じゃねえけど、きちっとここまで細かく書いたんがええんかな。ここに

あるのは、ここへ書いてあるこっち側の分でいけば、各種アンケートというふうに、各種資

料、アンケートなどによる調査というて、必要な場合はアンケートとりゃええんじゃねえん

かと思うんじゃが。 

 どんなですかね。これを、項目入れると、全てやらにゃいけんようなことになってくる

と、物すごうそこれこそ、アンケート書くほうも大変じゃし、つくって整理するほうも大変

ですよ、そりゃ。 

委員（宮地俊則君）  今、森下委員が言われましたように、アンケートは、私はもう必要

最小限で、今現在、職員の方、子供たちの負担、全てを減らそうという中、これを全部ま

た、これまでにもされたアンケートと似たような項目も、多分当然ながらあろうかと思いま

す。若干、時期は古くなるかもしれませんけど、近々にそういうアンケートの結果もあるん

ではなかろうかなと。先ほど言われたように、それが見せていただける、こちらに提出して

いただける範囲のものがあって、それで間に合うならば、私はそれでいいんじゃないかな

と。これだけのアンケート言いますと、本当、さっき言いましたように、１３小学校区、５

中学校、アンケートとることがこの委員会の目的になってしまって、もうそれだけで時間も

体力も使い果たしてしまうような、そういうような状況になってしまうんじゃないかなとい
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う危惧します。したがって、先ほど森下委員も言われたように、やっていく中でどうしても

これだけのアンケートは必要だなということになれば、そのときにみんなで力を合わせて何

とかやるということ。 

 それから、先になりますけど、パブリックコメントも、これも一つには市民へのアンケー

トだろうかと思いますけども、ちょっと委員会としてパブリックコメントをするということ

は、ちょっとパブリックコメントの話は先走りましたけれども、アンケートについては、そ

ういうようなスタンスでいけばいいんじゃないかなと思います。必要があれば最小限でと。

今あるデータで極力活用していくということでいかがでしょう。 

委員長（西田久志君）  多くの委員の方からのアンケートということに関して、前に必

要、例えば案でございますが、必要に応じてアンケートをとるということではないかと思う

んですけど、どうでしょうか。 

委員（藤原浩司君）  だから、アンケートという言葉は除いても、各種資料で補えると思

うんです。だから、各種資料と現地視察とかヒアリングとかというものを調査の方法として

載せていけばいいんじゃないかなと。その都度、これはどうしても要るじゃないかと言われ

れば、今、議長も言うてんように、そのような形をとって、皆さんでやっていきゃええんじ

ゃないかと思います。現に、前回の議会のときにも、今、傍聴席におられる森本議員さんが

資料を求めた中にも、いろんな勉強になるような資料をいただいとるんで、そんなもんもあ

りますんで、そんなふうにやったほうがいいんじゃないかと思います。 

委員（西村慎次郎君）  その方向でいいと思います。藤原委員言われてるように、学校評

価というのを多分各学校でやられてると思うんで、その辺、もし見せてもらえる、ＰＴＡの

会長になると見せてもらえてるんですけど、そこまでこちらが見れるかどうかわかりません

が、いただく形もありかなと思います。 

委員長（西田久志君）  それでは、各種資料の中へアンケートも含むということで、各種

資料、その後のアンケートからの文言を消すということにさせていただきます。 

 

            〈異議なし〉 

 

委員長（西田久志君）  それでは、先ほど藤原委員、それから議長からも出ましたが、パ

ブリックコメントについてですが、このことについて。 

委員（藤原浩司君）  行政のほうからパブリックコメントというのは出すのはよく見受け

ますけど、議会からというのはなかなか難しいんかなという面がありますんで、またこのパ

ブコメというと、期間を置いてやらにゃいけんということになりますれば、多分、期間的に

はちょっと難しいなというような気がしております。 
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委員（西村慎次郎君）  ちょっと言葉がパブコメになってるんで、書いた意図としては、

委員会だけの意見で提言するんじゃなくて、バックに市民全員がおるんだよというような形

で、市民の意見もおおむねこういう意見を持ってるんだという裏づけがあって提言できると

もっと力になるなと思ってここへ書かせてもらってんで、だから先ほどのアンケートじゃな

いですけど、ここだけは市民の意見も聞いときたいというものが出てくれば、何かテーマを

絞って確認してもいいのかなぐらいの気持ちで書いてますので、ここまで来るとすごいもの

をつくって出さないといけなくなるような言葉になってるんで、ちょっとそこは訂正して、

そういう意図で。 

委員長（西田久志君）  訂正。 

委員（西村慎次郎君）  パブコメっていうところまでの言葉自体は、皆さんと印象が違う

んで。 

委員長（西田久志君）  そこまで大げさじゃないと。 

委員（西村慎次郎君）  そういう意図で書かせていただいてます。 

委員（藤原浩司君）  あくまでも、これヒントというか、アイデアなんですけど、自分、

今、ＰＴＡの会長させていただきよんですけど、小学校なんですけど、中学校のほうもＰＴ

Ａの集まりがある、評議員が集まるとこだけのアンケートをとるというのが一番簡単で、内

容の濃いもんが出てくると思うんで、そういうアイデアも含めた中で、今後、皆さんで話を

しながらやっていけばいいんじゃないかなと思うんで、パブコメっていうのは本当に言葉自

体をなくしたほうがいいと思います。要らないと思います。 

委員長（西田久志君）  それでは、ここのパブリックコメントという項目を消すというこ

とでよろしいでしょうか。 

 

            〈異議なし〉 

 

委員長（西田久志君）  それでは、先ほど森下委員さんのほうから、他市の視察と、それ

からヒアリングでしたか、他市の視察という項目をつけ加えてはどうかと言われたんです

が、どうでしょうか。 

委員（藤原浩司君）  西田委員長が書かれとるように、他市の視察、市内の現場での視

察、ここに書いてあるんもありますので、ぜひともやっていただきたいと思います。 

委員長（西田久志君）  これへ書いてます。 

委員（宮地俊則君）  こっちか。失礼。 

委員長（西田久志君）  それでは、他市の視察、市内の現場での視察、委員会での検討を

つけ加えさせていただきます。 
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 この調査方法につきましては、これでいいでしょうか。 

 

            〈異議なし〉 

 

委員長（西田久志君）  続きまして、その他でございますが、先ほど、委員が主体となり

動き、執行部や教職員や市民への負担を最小限に抑えるような進め方をするがありました。

その上もそうですかね。 

委員（藤原浩司君）  いや、上は期間です。 

委員長（西田久志君）  期間ですか。 

委員（藤原浩司君）  それか、もうここで、皆さんおられるんで、欠席者もおられん、皆

さんおられるんで、もうこれは共通認識として、文言入れなくても、これはもう共通認識じ

ゃと思うていただけるんじゃったら、その他をもう執行部への質疑事項だけにしてみてもい

いんじゃないかと思うんですがどうですか。 

委員長（西田久志君）  今、藤原委員から、その他について、執行部への質疑事項という

ことでまとめたらどうかということでございますが、他の委員、どうでしょうか。 

委員（藤原浩司君）  何じゃ言うた、今。 

委員長（西田久志君）  まとめる。 

委員（藤原浩司君）  なしにしたらというて。 

委員（森下金三君）  今、藤原委員の言うたのは、細かく書くといろんな項目になるけ、

執行部の質疑事項というたら、教育に関することが何でもできるからという大きい意味で言

うたんじゃろうというふうに理解しとんじゃけど、それでええですかな。 

委員（藤原浩司君）  ええです。 

委員長（西田久志君）  失礼しました。大きく執行部への質疑事項ということでございま

すが。 

委員（宮地俊則君）  私の思うとるのは、それだけで１行で、あと細かな、あの資料、こ

の資料というのは書かないということですか。それで結構です。 

 

            〈異議なし〉 

 

委員（藤原浩司君）  言い回しが難しゅうて済いません。 

委員長（西田久志君）  再度、確認をしましょうか。 

委員（森下金三君）  間違いなけりゃ、もうせえでよろしい。 

委員長（西田久志君）  本日はここまでとは思っておるんですけれど、どうでございまし
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ょうか。 

先ほど、その他の中で、執行部への質疑事項と言いましたが、執行部への質疑ということ

に変更させていただきます。よろしいでしょうか。 

 

            〈異議なし〉 

 

委員長（西田久志君）  それでは、今後の進め方とスケジュールについてご意見をいただ

きたいと思うんですが、先ほど、調査方法の中にそれぞれ期日を決めた事項があります。そ

れに従っていくということでよろしいでしょうか。 

委員（西村慎次郎君）  ちょっと現地視察は実際に参観日とかをターゲットにすると、８

末じゃ夏休みなんで、９月末とか、もうちょっと期間を考えないといけないかもしれない

し、前倒しで７月とかでもいいんですけど、どういう順番、重複して並行的に、資料を分析

しながら、現地視察もしながらという進め方もありますけども、ちょっと１学期中に現地視

察までやるのか、９月末ぐらいまで現地視察をしていくのかというところで、８月になる

と、教職員へのヒアリングとかは全然できると思うんですけど、実際の授業風景とか見よう

とすると、８月は夏休み期間中なんで、もう少しずらしたほうがいいかなと思います。 

委員（藤原浩司君）  今、西村さん、これ書いて、５月のいつまでとか、いろいろ７月の

末とか８月の末とかって、実際、現地視察というのは子供たちの状況も見にゃいけんから、

それはそれで先ほど言うてんように、並行してやっていけばいいなと。それから、１３学校

区全部回るんと、かいつまんでぽんと行くのもありますけど、１３学区全部回るというのは

ちょっと無理だと思うんで、参観日も多分日にち日にちが重なっとったら、まずもって無理

だと思うんです。たら、２学期、３学期にずらさないけんようになるから、だから、できる

ことなら、近に、６月なら６月、定例会があるんですけど、５月、参観日たしかなかった思

いましたんで、それ以降の学期にするかとか、それは各行事というのは、どこでも資料はい

ただけるんで、それも踏まえた中で、大まとめですね。今、ここに西村委員が書かれとる。

この大まとめの中で動いていくような形をとればいいんじゃないですかと思いますけど。 

委員（大鳴二郎君）  今、藤原委員さんから、参観日という、ちょっとぴんとこんのじゃ

けど、参観日に行くんですかね。普通の日じゃいけんのですか。 

委員（藤原浩司君）  普通の日じゃったら子供が萎縮するんで、態度が変わってしまうん

です。興奮してしまいますんで、小学生は。ですから、普通の日は先生が受け入れません。

ですから、朝から晩まで、一日中、９時から３時なら３時ぐらいまで、一日中参観日という

のがどの学校もあるんです。あるんです、２回は絶対に。だから、そこを狙っていけば、全

部は行かれんですけど、かいつまんでぽっぽっといいぐあいのスケジュールで合わせていけ
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るとこへ行けばいいんじゃないかなと思うんで。 

委員（大鳴二郎君）  ほんなら、参観日がいいんじゃな。 

委員（藤原浩司君）  できれば。 

委員長（西田久志君）  参観日いつ。 

委員（藤原浩司君）  僕も、帰ってみにゃ、ちょっとわからんですけど、資料はすぐ教育

委員会でももらえるんで、例えば井原でもいいですし、美星でもいいですし、すぐ年間行事

は決まってできてるんで、その中のどこかへ全部載ってますから。そういうときに。 

委員長（西田久志君）  後日というか、調べて、そういうことで。 

委員（西村慎次郎君）  現地視察の目的というか、内容を今後決めていくんでしょうけど

も、それに応じて、参観日という方法も当然１つあるんですけど、参観日じゃ見れない状況

も、ほかの日に行かないと見れないこともあるかもしれないんで、限定は、今の時点ではし

ないほうがいいかもしれないですけど。一つの方法は参観日だとは思うんですけどもという

思いもあります。 

委員（宮地俊則君）  今、藤原委員、西村委員、皆さん言われてるんですけども、確か

に、これ末日と書いて、何月末日と、一つのやはりこれはめどではないかなと思います。今

言う、相手があることで、スケジュールも当然向こうさんがあります。それから、今さっき

言ったように、じゃあ参観日、１３小学校、５中学校とか、これは多分とんでもない話だと

思います。せいぜい２校ずつぐらい行ければいいかなと。１校ずつでもいっぱいいっぱいじ

ゃないかなというふうにも思いますし、また具体的に、じゃあ今言う、参観日に案として出

てるだけで、先ほど、西村委員言われたように、参観日以外の、例えば部活を見るとか、い

ろんな行事、文化祭だとか行ったときに見るとか、これからいろんな案が出てくればいいん

じゃないかなと思うんです。今ここで、年間通じたこれをするという細かなことまで全部決

めるというのは無理でしょうし、その都度、その中でできる範囲のことでやっていけばいい

と思います。それにはやはり、さっき言われたように、学校のスケジュール表も手に入れて

いかなければ、物事前へ進んでいかんでしょうし、並行してやっていかれればと思います。 

委員長（西田久志君）  ここに書いてあるのはあくまでも目安ということで、これから

先、進めさせていただきたいと思います。 

 

            〈異議なし〉 

 

委員長（西田久志君）  それでは、次回の開催と次回の具体的な協議事項について検討さ

せていただきます。 

 案としまして、５月２２、２３日を考えておりますが、皆様の予定はどうでしょうか。 
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委員（森下金三君）  ５月２２日ですか。 

委員長（西田久志君） ２２、２３どちらか。 

委員（森下金三君）  どちらでもいいです。 

委員（藤原浩司君）  ２３のほうがいい。 

委員長（西田久志君）  ２３がいいですか。今、２３日という意見が出ております。 

 それでは、午前中か午後か。 

 午前中、１０時。 

委員（宮地俊則君）  事務局と調整しとんか。 

委員長（西田久志君）  大体。それでは、２３日の午前１０時。 

 

            〈異議なし〉 

 

委員長（西田久志君）  それで、具体的な協議事項としまして、調査方法の中の活動方針

の決定ということで結構でしょうか。 

 

            〈異議なし〉 

 

委員長（西田久志君）  その他で行政視察の日程等を行いますので、以上で所管事務調査

事項についてを終わります。 

 

〈議会への提案について〉 

 

委員長（西田久志君）  お手元にお配りしております提案について、皆さんのご意見を伺

います。 

 この件に関して、全協のときに皆さん見ていただいたと思うんで、少し、もう一度再読し

てください。 

委員（森下金三君）  ぼっこうご意見というほどのもんじゃねえけど、要はこれはソファ

ーが傷んどるけ、かえてくれということを言よってんだけのことじゃろ。ただそれだけの。 

委員長（藤原浩司君）  一応これ提案箱へ入っとったもんですから、とりあえず担当部局

が把握しとるかしてないかを確認した上で、多分直すものは直していくように。お金のかか

ることですから、早目に言っといてあげたほうがいいんじゃないかと。どういうふうな形を

とられるんかということを担当部局に尋ねたほうがいいんじゃないかとは思いますが。 
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            〈なし〉 

 

委員長（西田久志君）  それでは、担当部局へ確認して、確認することによって改善を促

すかどうかということでございましょうか。 

議会事務局次長（岡田光雄君）  それは、担当部署へ委員会から議長を通じて照会して、

今後の予定を聞いて、返事をもろうて、次回委員会で決定するということでよろしいです

か。 

委員（宮地俊則君）  議長を通じて。 

議会事務局次長（岡田光雄君）  照会文で照会をかけて、担当部局から回答いただいて、

次回の委員会で回答案を練ると。 

委員（宮地俊則君）  ちょっと聞くんですが、議長名でこれ担当部局へ聞きよんです。 

委員（藤原浩司君）  委員長から直接したらええ。 

委員（宮地俊則君）  委員長名言うた。失礼失礼、聞き間違い。 

委員（藤原浩司君）  それは、議長まで要らんでしょう。 

 どれが正しいか、私もわからんですけど、それは議長名が要るんであればあれですけど、

議長名を出してまでお尋ねをするべきような問題ではないと思いますんで、委員長のほうか

ら、委員長名でお尋ねするほうがいいんじゃない。提案箱に入っとったよということで。そ

っちのほうがいいんじゃないですか。議長名要るの。 

議会事務局次長（岡田光雄君）  文書で執行部へ照会する場合は議長名で照会しょうって

です。 

委員（藤原浩司君）  ほな、直接聞きゃいいじゃないですか、委員長が。 

 じゃあ、もう委員長のほうが、直接、部局というか、担当部局で話をされて、どういう気

持ちでおられるんかということを聞きゃ、普通の議員さんが窓口行って聞くんと同じことに

なるんで、そのほうが手っ取り早いんじゃないですか。次の委員会までということになれ

ば、早く回答が出ると思いますけど。委員会の委員長として、委員会にこういうなんが入っ

とったよと。もっと難しい問題であれば、それは議長名をいただいて出しゃええでしょうけ

ど、議長名で出すようなことじゃねえと僕は思うんですけど。これ、普通の議員さんが窓口

行っても改善できることですから。 

委員長（西田久志君）  この件につきましては、担当部局へ確認することを、委員長、副

委員長でさせていただきますが、よろしいでしょうか。 

 

            〈異議なし〉 
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〈その他〉 

 

委員長（西田久志君）  委員会の行政視察の日程、行き先、調査項目についてご協議いた

だきたいと思います。 

 まず、日程案についてでございますが、正副委員長で協議しました結果、７月２日水曜日

から４日のうちの１泊２日もしくは２泊３日、今まで２泊３日でございましたが、１泊２日

も頭に入れて決定したらと思いますが、いかがでございますでしょうか。 

委員（藤原浩司君）  １泊ですか。 

委員長（西田久志君）  それは、もう今検討していただければということですが。 

委員（藤原浩司君）  それはいつものように、勉強しに行きゃええ。 

委員（森下金三君）  ７月何日。 

委員長（西田久志君）  ７月２日から４日、２、３、４でございます。 

委員（宮地俊則君）  通常２泊３日ですよね。１泊２日を否定するもんじゃないんですけ

ど、何か意図とか、それかもう一回別のときに、当然ながら、予算というものが絡んできま

すんで、もう一回、日帰りとか、もう一泊別のときにとか思われてるのか。２泊３日を１泊

２日も視野に入れてというのは、ちょっとその思いを。 

委員長（西田久志君）  別にこれはありません。 

委員（大鳴二郎君）  今、議長さん言われたように、いつもなら、毎年なら２泊３日であ

りますけれども、これがこういうことで、専門的なことを行くということになれば、１泊２

日にして、また機会が多分あると思うんです。また、行かにゃいけんということ。そのとき

に、また日帰りにするかということは、次にやれば、これは調査をずっとせにゃいけんので

すから、これも含めて、私はこのたびは１泊２日、時期があれば日帰りでもよしというふう

に思っております。 

委員（藤原浩司君）  ５月に、ご存じのように、市民の声を聴く会があります。その回答

案等々で、皆あたふたするから、スケジュール的には大変厳しくなってきます。行くんであ

れば、２泊３日で行くべきだと私は思います。 

委員長（西田久志君）  この２、３、４を含め、２泊３日と２、３、４を含め、ご意見伺

います。 

委員（三宅文雄君）  私は、お任せします。どちらでも。 

委員（森下金三君）  はっきり言やええ。 

委員長（西田久志君）  はっきり言うてください。 

委員（森下金三君）  お任せしますて、はっきり。 

委員（藤原浩司君）  支援者が泣くで、そがんことを言よったら。 
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委員（三宅文雄君）  どちらでもよろしいです。 

委員（西村慎次郎君）  そうですね。通常どおりの２泊３日で。 

委員（森下金三君）  通常どおり。 

委員長（西田久志君）  わかりました。通常どおり、２泊３日ということで決定させてい

ただきます。 

 そして、２、３、４というのはどうでございましょうか。 

委員（森下金三君）  日にちはいいですよ。 

委員（藤原浩司君）  合わせます。 

委員長（西田久志君）  それでは、２、３、４の２泊３日に決定させていただきます。 

委員（宮地俊則君）  決まったん。私は聞いてくれんの。 

いや、私、どういう意図かというをお聞きしたんであって、それで大鳴委員が先ほど言わ

れました、私はなるほどそういうことであれば、１泊２日で、また次に組むのもありかな

と。そこらあたりは弾力的に、特に今回、先方があります。相手先が。そこで、非常に効果

的な、通常大体３カ所ぐらい視察されるわけですけども、見つかればそれは２泊３日で行か

なければならないだろうし、そういうところが、効果的な視察先がなければ、１泊２日もあ

りかなと。いずれにしても、委員長、副委員長にお任せいたします。 

委員長（西田久志君）  わかりました。 

 藤原委員、森下委員、西村委員、２泊３日という意見で、三宅委員がちょっとはっきり決

まらんのですが、ご意見お願いします。 

委員（三宅文雄君）  それは、２泊３日でよろしいです。 

委員長（西田久志君）  ２泊３日という意見が多ゆうございますので、２泊３日の日程と

させていただきますが、行き先について、これから検討していただくわけでございますが、

その行き先が、うまく合致するかというか、できるかどうかというのがちょっと心配でござ

いまして、その件につきましても、基本的に２泊３日ということは、基本的にそうさせてい

ただいて、あとは委員長、副委員長に決めさせてもらってもいいでしょうか。 

委員（森下金三君）  視察ですけどが、所管事務調査事項の関連することで視察というふ

うに思われとるわけでしょう。そういうことで今決定したわけですから、へえで、この関係

の視察先というたら、具体的にどういうところが適切なんかなというふうにも考えるんじゃ

けど、例えば、今、教育委員会をどうのこうのというて国が言よりますわな。へえで、僕も

詳しくちょっとわからんのじゃけど、福岡県の春日市か、そこで独自な教育委員会をやりよ

るということで、例えば教育委員会、今５人で構成をして、いろんな学校の問題取り組んで

やりよるわけじゃけど、そこはいろんな、教育委員会がしよるんかどうか、させてやりよん

かわからんのじゃけど、一般の人とか父兄とか、そういうものを巻き込んで、学校教育に対
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しての勉強というか、どういう方向を決めたりとかというようなことをしよるようにちょっ

と聞いとるんじゃけど、それはもう要するに、教育へ一般の人も入り込んで意見を求め、ま

た当然父兄も入って意見を求めて、へえでいい学校づくりをやっていこうということでしょ

うると。そうなことをちょろっと聞いたことがあるんじゃけど、どういうやり方しょうるん

かというのはわからんから、そういうことも一つの視察の項目に入れて、井原市にそれが適

切に取り入れることができるかどうかというようなことでやったらどうかと思うんじゃけ

ど、それはちょっと詳しく調べにゃわからんけど。 

委員長（西田久志君）  森下委員、今、福岡県の春日市。 

委員（森下金三君）  春日市じゃったと思う。 

委員長（西田久志君）  わかりました。 

 続いて、行こうとしとったんですけど、次に、行き先、調査項目について、皆さんからご

意見求めます。 

委員（森下金三君）  そうか、それ先言うた。 

委員長（西田久志君）  ありがとうございました。済いません。 

委員（藤原浩司君）  それこそ、この所管事務というのを当たり前のことなんですけど、

今、森下委員が言われたように、教育委員会のこともありましょうし、実際こっから１年間

かけて、我々が所管事務で調査することの中身も含めた中で精査すれば、今、ヒントのよう

に、福岡県というのがあったんで、その周りを含めた中で、我々がこれから１年間協議して

いこうという中のこの３つの課題ですよね。これに対してのものを、勉強できるようなとこ

が近くにあれば、同じく行っていただきたいなと。それもあわせて、先ほど一番しょっぱな

に、施設の問題であるとか食育の問題であるとかということもありましたし、それから８

つ、大体が８つ出てきたんですから、８つの中のものもありましょうし、その周りで、その

中へ挟まるもんがあれば、それを含めた中で勉強していきたいかなと思います。 

委員（西村慎次郎君）  学校関係、教育関係の視察に行ったらというふうに思ってて、先

日、新聞に載ってたかなと、武雄市、図書館で有名ですけど、教育関係でもいろいろ新しい

取り組みをやられてる、例えばｉＰａｄの授業だったり、今、官民一体型学校とかちょっと

書いてある、キーワードもありますけど、何か新しい取り組みをやっとられるんじゃないか

なと思うんで、もし。 

 佐賀県なんです。 

委員（藤原浩司君）  ちょうどええが。 

委員（西村慎次郎君）  そこへ聞かれた方もいらっしゃるかもしれない、また新しい取り

組みをされてるんでどうかなという提案です。 
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            〈なし〉 

 

委員長（西田久志君）  先ほど、森下委員、そして西村委員が行き先を案を出していただ

きましたが、大体近くというか、九州でございますので、その辺で、相手先もありますこと

ですから、調整させていただいてよろしいでしょうか。 

 

            〈異議なし〉 

 

委員長（西田久志君）  それでは、調整につきましては、正副委員長で調整させていただ

きます。よろしいでしょうか。 

 

            〈異議なし〉 

 

〈議長あいさつ〉 

 

委員長（西田久志君）  以上で総務文教委員会を閉会いたします。 
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